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ここ数年、大学改革の掛け声の下、国立大学
はこれまでの在り方を変えるよう迫られてい
る。現在、大学改革が叫ばれている背景には、
日本の置かれた状況の変化がある。一つには、
少子化による大学入学人口の減少があり、もう
一つには、少子高齢化による社会保障費の増加
がある。しかし、実は大学改革は最近始まった
ものではなく継続的に求められてきており、一
時の状況の変化にのみ原因を求めることは適切
ではない。

大学改革は、1991 年に当時の大学審議会の
答申「大学教育の改善について」を嚆矢と考え
て良いだろう。この答申以降、大学設置基準の
改正、学位規則の改正等が行われ、様々な改革
が行われてきた。この大学改革が、時代による
要請の変化を伴いながらも、継続的に求められ
るのは、社会が大学、特に国立大学に多くを期
待していることの顕れと捉えるべきだろう。

では、社会は一体何を国立大学に求めている
のだろうか。バブル崩壊後の「失われた 10 年」
を経たのち、2000 年代に入ってそれまでの不
良債権問題などが解決しても日本経済は低迷を
続け、既に 30 年が経過した。このような経済

状況の打破をイノベーションに託す時、国立大
学の持っている知的資産、学生の持つ若い力に
期待を寄せることは理解に難くない。大学改革
が継続的に求められていることは、その期待に
国立大学が未だ十分応えていないことを示唆す
る。しかしながら、「失われた 30 年」の間にも、
14 人のノーベル賞受賞者を国立大学は輩出し
ており、現代社会を支える産業界や中央及び地
方行政そして教育界に多数の人材を送り出して
いる。したがって、国立大学がその本来の役割
を果たしていないとする批判は必ずしも当たら
ない。この問題の根源は、大学と社会の関わり
方にあると見るべきだろう。

現在の大学につながる近代的な大学は、中世
ヨーロッパにはじまる。最古の大学と言われる
ボローニャ大学の起源は、ボローニャの地で法
学を学ぼうとヨーロッパ各国から集まった学生
が組織したウニヴェルシタスにある。ウニヴェ
ルシタスは、教授を雇い、彼らが望む形での授
業を行わせ、対価を支払っていた。端的に言え
ば、社会が求める教育をする場所として成立し
たと考えて良いだろう。一方、同時期に存在し
たパリ大学では、教授の組合組織が中心となっ
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て運営をする、現在の大学と良く似た運営形態
をとっていた。しかし、パリ大学の運営を担っ
ていたのは社会人たる教授陣であり、社会と大
学とは密接な関係を持っていた。

我が国の国立大学も、その出自を辿れば、私
塾に辿り着く大学がある。この様な大学は、本
来、地域社会と密接なつながりを持っていたは
ずである。しかしながら、それまでの私塾や藩
校が旧制大学へと姿を変え、戦後、国が新制大
学を設置すると、これら大学には国の発展を担
う人材育成や国力としての学術研究力の強化が
求められた。大学進学率が低い時代には、国を
導く人材を育成する高等教育機関としての大学
の価値は社会的に揺るぎないものであったが、
その後、社会の発展に伴い大学進学率が増加す
ると、高等教育は普遍化し、結果的に大学で学
ぶ期間がモラトリアムと認知されるようになっ
た。その一方、大学教員団の切磋琢磨により培
われてきた価値が大学という特定の集団、誤解
を恐れずに述べるならばムラ社会のものとなっ
てしまった。その結果として「象牙の塔」と揶
揄される状況が生まれた。また、大学における
学問の自由が変質あるいは社会から誤解を受
け、大学のレジャーランド化という言葉も生じ
た *。この様にして、我が国では、いつの間にか
本来、国の成長を支える柱であったはずの大学
とその果実を享受する社会の間に高い壁ができ
てしまい、大学にとってはステイクホルダーと
して最も重要であるはずの社会を遠ざけ、社会
にとっては敷居が高く社会から隔絶された大学
というイメージが作り上げられてしまった。

社会が激動期に入り、これまでの価値観が揺
らぎ出すと、個別の集団が対応してきた課題が
社会問題化し始め、そこかしこに析出を始める。
このような中で、大学の役割が再度問われ、社
会問題の解決やイノベーションの中心としての
機能が求められるに至る。社会が大学に求める

*　実際に、そのような状態にある学生やそれを問題視しない教員が少なからずいたことは否定できない。

期待に応えるには、地域や社会の課題を大学が
追究すべき課題として取り込む必要があるが、
過度にこれを進めると、大学の本来の役割であ
る高等教育・学術研究を鈍らせる結果となる可
能性が高い。かといって、学術的重要性のみを
指標とする課題選択をしていては、社会の期待
に応えることは困難である。

大学が知の拠点としての本来の価値を失わ
ず、かつ社会の期待に応えるには、第三の選択
を選ぶ必要があるだろう。筆者は、大学が地域・
社会とともに課題を解決する図式を取り入れる
べきであると考える。簡単に言えば、課題や問
題意識を持つ地域社会の皆さんに、その課題を
持って大学に来ていただき、大学と共に問題解
決を図る仕組みである。この仕組みは、言い換
えれば、知的資産の生産・保管所である大学の
公共財としての価値を前面に押し出し、社会に
その活用を委ねようとするものである。これは、
知的公共財としての大学の本来価値を落とすこ
となく、その有効活用を図る方法でもある。こ
の仕組みを有効に働かせるためには、大学は自
らを社会に開き、公共財として価値の高さを示
すとともに、学術研究の成果を社会に還元ある
いは実装する努力をする必要がある。一方、社
会は大学を孤独の淵におくのではなく、公共財
としての価値を認識して、活動への参画を促し、
社会の期待を継続的に伝えていく必要がある。
和歌山大学は、このような考え方の下、令和 2
年 4 月から「紀伊半島価値共創基幹」を創り、
地域創生・地域連携事業を大学の基幹ミッショ
ンとして位置付け、展開する。閉塞感の強いこ
の社会状況を地域と共に解決する場として成長
させるためには、地域社会とのコミュニケー
ションと相互作用が不可欠である。地域、特に
和歌山県の皆さんのご理解の下、新しい地域の
価値を共に創り上げていくことができれば幸甚
である。
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1．はじめに

日本貿易振興機構（ジェトロ）は貿易・投資
促進と開発途上国研究を通じ、日本の経済・社
会の更なる発展に貢献することを目指してい
る。70 カ所以上の海外事務所と、本部（東京）・
大阪本部・アジア経済研究所および国内事務
所をあわせて約 50 の国内拠点からなるネット
ワークをフル活用し、対日投資の促進、農林水
産物・食品の輸出、中堅・中小企業等の海外展
開支援に、機動的かつ効率的に取り組んでいる。

ジェトロ和歌山貿易情報センター（以下「ジェ
トロ和歌山」）は、和歌山県庁をはじめとした
自治体ならびに実業界の要請を受け、2017 年
10 月に営業開始し、県内企業の海外ビジネス
展開を鋭意支援している。県内企業から寄せら
れる年間 300 件以上の海外ビジネス相談への
対応、県産品の海外販路開拓支援、また県の産
業高度化や雇用創出に寄与する外国企業や外国
人観光客の誘致支援、さらには「和歌山県とジェ
トロ和歌山の共同事業」を通じ、諸外国との経
済交流の促進に資する取り組みなどを展開して
いる。

2．高まる海外ビジネスニーズへの対応

ジェトロの基本的業務として、輸出入や海外
進出の実務等に関しての貿易投資相談受付があ
る。

ジェトロ和歌山も開所以来、48 の国・地域
に関するご相談を受付けてきた。

仕向け国別では、中国（19%）・アメリカ（9%）・
東南アジア（タイ 6% ベトナム 5% 等）といっ
た国々のみならず、中南米・南アジア・中東ア
フリカ等、遠隔地の国々に関する問い合わせも
届いている。

これらの相談に対して、ジェトロの保有する
海外ビジネスについてのノウハウ蓄積と広範な
ネットワークを活用し、情報提供や助言を行っ

「和歌山を世界に」
〜ジェトロ和歌山の取組み〜

寄稿 1

柴田　哲男 

日本貿易振興機構（ジェトロ）
和歌山貿易情報センター 所長
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　去年の十一月、佐賀県の武雄温泉に泊まった。

武雄市在住のミステリー作家・竹本健治さんに

招かれ、二つのイベントに出席するために。

　これによって、私は全国四十七都道府県のす

べてで宿泊したことになる。佐賀県にはそれま

でにも二度ほど足跡を印してはいたが、いずれ

の機会にも隣県で泊まっていたのだ。別に偉業

を成し遂げたわけでもないけれど、白地図をき

れいに塗り終えたような達成感を味わい、少し

うれしかった。

　気がついたらコンプリートしていたわけでな

く、ある時点から「まだ泊まっていない県は、

あそことあそこ」と意識して、その地に泊りが

けの旅行に出たりして、「二日間にまたがるイ

ベントに呼ばれた佐賀県でフィニッシュ」とい

う計画を立てていた。

　全国制覇ができたのは旅行好きであることに

加えて、会社員時代に思いがけない地方に出張

を命じられたおかげだ。作家になってから取材

（これと楽しみのための旅行の境界線は曖昧な

のだが）で塗りつぶした県も含まれている。

　大阪市で生まれ育ち、ずっと大阪市で暮らし

ている私が書く小説は、大阪市を中心とした京

阪神が舞台になることが多いのであるが、旅行

が趣味のせいもあり、大阪人・関西人の登場人

物らが遠征してよその地方が舞台になることも

多々ある。自分が慣れ親しんだ地元を作中で描

くのが大好きであると同時に、日本中の色々な

土地について描くのも紙上旅行のようで楽し

い。

　作中に群馬県も出した、宮崎県も書いたぞ

……と考えているうちに、こちらでも全国制覇

が迫っているのではないか、と思って指折り数

えてみた。

　単には地名が出てくるだけではなく、登場人

物がちゃんとその地に行くか、そこで経験した

エピソードを語るシーンが書かれていることが

条件。わざわざそんなことを考えるなんて実に

暇人だなぁ、と笑われそうだが、寝つけない夜

　和歌山を舞台に書く

　作家

　　　　　　有栖川　有栖

寄稿 １
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に羊を数える代わりにやってみたのだ。

　北海道、青森県、岩手県……ときて、秋田県

でつまずいた。記憶にない。宮城県や山形県が

出てくる作品も思い浮かばない。

　いくつもの県を飛ばしながら沖縄県 ( これは

クリア。石垣島で事件が起きる短編がある ) に

たどり着いてみると、半分にも満たなかった。

全国制覇を狙って小説を書いてきたわけではな

いので、そんなものか。

　和歌山県は、これまでに二度舞台にした。刑

事が事件の関係者に聞き込みに行くといった軽

い描き方ではなく、しっかり殺人事件を起こし

ている。

　そもそも、デビュー作にあたる短編『やけた

線路の上の死体』の舞台が和歌山県の田辺市や

南部町（現みなべ町）なのだ。事件解明の鍵を

握るのは特急〈くろしお〉。

　これは、中学時代から敬愛してファンレター

を書き送っていた鮎川哲也先生が編纂した鉄道

ミステリーのアンソロジーに採ってもらったも

ので、刊行されたのは一九八六年。当時、私は

二十七歳だった。

　熱心なファンの一人として鮎川先生と手紙の

やりとりをしていたから選ばれたというのでも

ない。私が所属していた同志社大学推理小説研

究会の会誌に書いた短編を目にした先生が(「こ

んな鉄道ものが載っていますよ」と評論家の某

氏から紹介されたのだとか )、アマチュア作家

の珍品として採用してくだったのである。

　思いがけない展開に大喜びした私は、「アン

ソロジーに収録されるのなら、この機会に書き

直したい」と伝えて、プロットやトリックはそ

のままにしつつ、全面的に改稿させてもらうこ

とにした。

　原型となった作品の舞台は岡山県東部の和

気付近。執筆のために青春 18きっぷを使って

取材の真似事のようなこともしていたのだが、

しっくりこない点があって、より適切な事件現

場に変更したかった。トリックを成立させる都

合も考慮すると、〈くろしお〉が走る紀勢本線

の沿線がよさそうに思えたので、地図と時刻表

をにらみ、田辺駅の手前あたりに見当をつけた。

そこならば大阪からの交通費 ( これ、大事 ) も

手ごろだ。

　さっそく晴れた休日に出掛け、田辺駅で下車

して市街を歩き回った。今でもありありと思い

出す。いやぁ、作家ごっこが楽しかったこと。

　線路に横たわった死体が見つかるのは切目駅

と岩代駅の間で、本当ならばその近辺をよく見

て回りたかったのだけれど、ペーパードライ

バーとしては電車の車窓から観察するしかな

い。目を皿のようにして、小説に使えるかどう

か見分したのも懐かしい。

　大学生である主人公の先輩が夏休みに仲間た

ちを誘って帰省し、そこで起きた殺人事件につ

いて知って、謎解きに挑む――という設定なの

で、その先輩の生家をどこにするかという問題

があった。これについては、私自身がいた推理

小説研究会の友人の出身地を拝借して南部町と

した。想定した事件現場にも近く、具合がよかっ

たので。

　南部の町についても描写したが、こちらはす

べて想像で書いた。途中下車して取材する時間

的余裕がなかったのだ。〈白昼の幻想〉のよう

なタッチになっているのは、真夏の午後の物憂

い雰囲気を描こうとしたせいもあるが、私が抱

く〈和歌山幻想〉の反映だろう。

　大阪市内で生まれ育った人間にとって、隣県・

和歌山県は身近な土地なのだが、それでも京都・

兵庫・奈良と比べると距離が大きいし、たまた

ま通り過ぎることがないという意味では滋賀県

よりもかなり遠い。

　たまたま通り過ぎることがない、を言い換え

ると、和歌山は常に目的地である。通勤・通学

や用事があって親戚や友人を訪問する人を除け

ば、大阪人が和歌山に行くのは、いつも〈遊ぶ

ため〉〈寛ぐため〉だ。

　子供の頃の海水浴や臨海学校だったり、大人
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ているところである。
また、各種セミナー・勉強会もほぼ毎月のペー

スにて開催している。貿易取引やビジネス英語
等 の実務上有意義なもの、経済連携協定や越境
EC 等の近時トピックス、市場・分野を絞ったテー
マ等について、経験豊富で優れた見識を持つ講
師が解説を行っているので、関心のあるテーマ
があれば積極的に活用していただきたい。

3．海外販路開拓ニーズへの支援

（1）農林水産品・食品
和歌山県では、優れた農林水産品や加工食品

の生産者が多く、事務所開所以降、和歌山県・
JA・県内企業等と連携し、アジア・米国・オー
ストラリアにおいて、県産品のブランド向上や
市場浸透を目的としたプロモーション活動を行
い、バイヤー発掘や商談支援等の活動を数多く
展開している。

例えば 2019 年 9 月には、ジェトロ和歌山
と和歌山県、みなべ・田辺地域世界農業遺産推
進協議会が共同で「オーストラリア販路開拓
ミッション」を実施し、シドニーとメルボルン
にて商談会を開催した。オーストラリアは、日
本からの農林水産物・食品輸出において第 10
位の輸出先であり、（2018 年 金額ベース）、所
得・生活水準も高く、付加価値が高い商品への
購買意欲が高い。

他国産と比べると高価格であっても、高品質

な日本食品の市場拡大が非常に期待されている。
シドニーでは、 「シドニー日本農水産物・食

品輸出商談会 2019」に合わせ、隣接する会場
で和歌山事業者のみの商談会を実施し、大手日
系インポーターやレストラン関係者等、多くの
方々にご来場いただいた。その場では、日本食
普及親善大使 出倉秀男氏により現地風にアレ
ンジ頂いた梅を使った料理（梅酒カクテル・梅
アイス・梅グラッセ・梅トリュフ・梅チーズケー
キ）を試食してもらい、梅を健康に寄与するスー
パーフード「UME」として PR を行った。

メルボルンでは、在メルボルン日本総領事館
の松永一義総領事にもお越しいただき、和歌山

直近 1 年間の相談件数 241 件
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　去年の十一月、佐賀県の武雄温泉に泊まった。

武雄市在住のミステリー作家・竹本健治さんに

招かれ、二つのイベントに出席するために。

　これによって、私は全国四十七都道府県のす

べてで宿泊したことになる。佐賀県にはそれま

でにも二度ほど足跡を印してはいたが、いずれ

の機会にも隣県で泊まっていたのだ。別に偉業

を成し遂げたわけでもないけれど、白地図をき

れいに塗り終えたような達成感を味わい、少し

うれしかった。

　気がついたらコンプリートしていたわけでな

く、ある時点から「まだ泊まっていない県は、

あそことあそこ」と意識して、その地に泊りが

けの旅行に出たりして、「二日間にまたがるイ

ベントに呼ばれた佐賀県でフィニッシュ」とい

う計画を立てていた。

　全国制覇ができたのは旅行好きであることに

加えて、会社員時代に思いがけない地方に出張

を命じられたおかげだ。作家になってから取材

（これと楽しみのための旅行の境界線は曖昧な

のだが）で塗りつぶした県も含まれている。

　大阪市で生まれ育ち、ずっと大阪市で暮らし

ている私が書く小説は、大阪市を中心とした京

阪神が舞台になることが多いのであるが、旅行

が趣味のせいもあり、大阪人・関西人の登場人

物らが遠征してよその地方が舞台になることも

多々ある。自分が慣れ親しんだ地元を作中で描

くのが大好きであると同時に、日本中の色々な

土地について描くのも紙上旅行のようで楽し

い。

　作中に群馬県も出した、宮崎県も書いたぞ

……と考えているうちに、こちらでも全国制覇

が迫っているのではないか、と思って指折り数

えてみた。

　単には地名が出てくるだけではなく、登場人

物がちゃんとその地に行くか、そこで経験した

エピソードを語るシーンが書かれていることが

条件。わざわざそんなことを考えるなんて実に

暇人だなぁ、と笑われそうだが、寝つけない夜

　和歌山を舞台に書く

　作家

　　　　　　有栖川　有栖

寄稿 １
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に羊を数える代わりにやってみたのだ。

　北海道、青森県、岩手県……ときて、秋田県

でつまずいた。記憶にない。宮城県や山形県が

出てくる作品も思い浮かばない。

　いくつもの県を飛ばしながら沖縄県 ( これは

クリア。石垣島で事件が起きる短編がある ) に

たどり着いてみると、半分にも満たなかった。

全国制覇を狙って小説を書いてきたわけではな

いので、そんなものか。

　和歌山県は、これまでに二度舞台にした。刑

事が事件の関係者に聞き込みに行くといった軽

い描き方ではなく、しっかり殺人事件を起こし

ている。

　そもそも、デビュー作にあたる短編『やけた

線路の上の死体』の舞台が和歌山県の田辺市や

南部町（現みなべ町）なのだ。事件解明の鍵を

握るのは特急〈くろしお〉。

　これは、中学時代から敬愛してファンレター

を書き送っていた鮎川哲也先生が編纂した鉄道

ミステリーのアンソロジーに採ってもらったも

ので、刊行されたのは一九八六年。当時、私は

二十七歳だった。

　熱心なファンの一人として鮎川先生と手紙の

やりとりをしていたから選ばれたというのでも

ない。私が所属していた同志社大学推理小説研

究会の会誌に書いた短編を目にした先生が(「こ

んな鉄道ものが載っていますよ」と評論家の某

氏から紹介されたのだとか )、アマチュア作家

の珍品として採用してくだったのである。

　思いがけない展開に大喜びした私は、「アン

ソロジーに収録されるのなら、この機会に書き

直したい」と伝えて、プロットやトリックはそ

のままにしつつ、全面的に改稿させてもらうこ

とにした。

　原型となった作品の舞台は岡山県東部の和

気付近。執筆のために青春 18きっぷを使って

取材の真似事のようなこともしていたのだが、

しっくりこない点があって、より適切な事件現

場に変更したかった。トリックを成立させる都

合も考慮すると、〈くろしお〉が走る紀勢本線

の沿線がよさそうに思えたので、地図と時刻表

をにらみ、田辺駅の手前あたりに見当をつけた。

そこならば大阪からの交通費 ( これ、大事 ) も

手ごろだ。

　さっそく晴れた休日に出掛け、田辺駅で下車

して市街を歩き回った。今でもありありと思い

出す。いやぁ、作家ごっこが楽しかったこと。

　線路に横たわった死体が見つかるのは切目駅

と岩代駅の間で、本当ならばその近辺をよく見

て回りたかったのだけれど、ペーパードライ

バーとしては電車の車窓から観察するしかな

い。目を皿のようにして、小説に使えるかどう

か見分したのも懐かしい。

　大学生である主人公の先輩が夏休みに仲間た

ちを誘って帰省し、そこで起きた殺人事件につ

いて知って、謎解きに挑む――という設定なの

で、その先輩の生家をどこにするかという問題

があった。これについては、私自身がいた推理

小説研究会の友人の出身地を拝借して南部町と

した。想定した事件現場にも近く、具合がよかっ

たので。

　南部の町についても描写したが、こちらはす

べて想像で書いた。途中下車して取材する時間

的余裕がなかったのだ。〈白昼の幻想〉のよう

なタッチになっているのは、真夏の午後の物憂

い雰囲気を描こうとしたせいもあるが、私が抱

く〈和歌山幻想〉の反映だろう。

　大阪市内で生まれ育った人間にとって、隣県・

和歌山県は身近な土地なのだが、それでも京都・

兵庫・奈良と比べると距離が大きいし、たまた

ま通り過ぎることがないという意味では滋賀県

よりもかなり遠い。

　たまたま通り過ぎることがない、を言い換え

ると、和歌山は常に目的地である。通勤・通学

や用事があって親戚や友人を訪問する人を除け

ば、大阪人が和歌山に行くのは、いつも〈遊ぶ

ため〉〈寛ぐため〉だ。

　子供の頃の海水浴や臨海学校だったり、大人
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単独の食品 PR・商談会を実施した。オーストラ
リアではパブ文化が浸透しており、出展者の梅
酒や醤油、果樹加工品などの食材を、より具体
的に現地の店で使うことをイメージできるよう、
現地風にアレンジ（梅と山椒のカナッペ・巻き
ずし・柿サラダ・豚角梅煮込み・梅ピューレプ
リン等）した料理で試食してもらい大変好評を
博した。また、商談会場とみなべ町の梅農園を
スカイプ中継し、梅干しの製造作業風景やみな
べ町長による梅の効能説明のスピーチを放映す
るなど、和歌山の誇る素晴らしい食材の魅力を
PR した結果、新たな販路の拡大につながった。

さらに、豪日協会主催で日本とビクトリア
州の政財界トップが集う「Spring Gala Dinner 
2019」に県内企業 2 社の梅酒を来場者に振舞
い、多くの方々に和歌山の本格梅酒の品質の高
さを知っていただいた。

（2）繊維、日用品、伝統工芸品
和歌山県の繊維産業、特にニットとパイル

は、長い歴史と高い技術力で世界中から注目を
浴びている。ジェトロ和歌山では和歌山県と共
同で、2018 年 7 月にミラノで開催されたテキ
スタイル見本市「Milano Unica（ミラノ・ウニ
カ）」において出展県内企業の個別支援を行っ

たほか、2018 年 12 月にはフランス・米国・
英国・イタリアから有名ブランドのバイヤーを
招聘し、商談会と産地視察を実施するなど、和
歌山県の繊維産業の高い技術力を世界の超一流
メゾンに PR してきた。

また、海南地区に集積する日用品・紀州漆器
等の伝統産品についても、和歌山県と連携して
2018 年 11 月の「家庭用品まつり」と「紀州
漆器まつり」に合わせてキッチン・テーブルウェ
アの海外バイヤーを招聘して商談会を開催し、
輸出の拡大に繋げる事が出来た。

　　　　
（3）国際展示会への出展支援

ジェトロでは海外の多くの展示会にて、ジャ
パンパビリオン（日本館）を運営し、商談支援
を行っている。県内企業も大いに活用していた
だいており、成果も着実にあがっている。

一例として、和歌山県、わかやま産業振興財
団とともに取り組んだ「中国国際輸入博覧会

（上海）」の県内企業集団出展事業がある。来
場者数 91 万人と世界最大規模の同展示会に、
2019 年 11 月には県内企業 6 社（食品・農産
品分野）にご参加いただき、約 170 件（45 
百万円）の成約・成約見込みの成果となった。 
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同時に新規販売ルートの開拓、ブランド・商品
のプロモーションに繋げることが出来た。また、
ジェトロ和歌山独自プラン（「和歌山スペシャ
ルプラン、略称 WSP」）として、本展示会の合
間に、県内企業とバイヤー・飲食店・知見者と
の面会・商談会を多数セットアップし、連携を
深める事ができた。

4．インバウンド誘致への支援

ジェトロの主要事業は企業の海外貿易と投資
の支援であるが、近年では自治体が取り組む観
光振興やインバウンド誘致への貢献も行ってい
る。以下に一例を紹介する。

ジェトロ和歌山は、和歌山県との共同事業
として、世界的に著名なサイクリストである
アルベルト・コンタドール・ベラスコ氏を
2018 年 度、2019 年 度 の 2 度 に 渡 り イ ン フ
ルエンサーとして招聘した。県内に整備され
た全長約 800km のサイクリング推奨ルート

「WAKAYAMA800」を試走してもらい、自身の
SNS やメディアで和歌山県の観光資源や地場産
品の魅力を世界に発信していただいた。同氏
の SNS フォロワー数は 100 万人を超えており、
世界中から大きな反響があった。また、自身の

出身国スペインにあるサンチャゴ巡礼道と熊野
古道の姉妹道提携の存在にも感銘を受けられ、
積極的に和歌山県の PR に協力していただいて
いる。

5．優れた外国企業の投資誘致支援

和歌山県は、ジェトロと経済産業省が実施す
る「地域への対日直接投資サポートプログラム」
に採択されている。特に紀南地域では、ワーケー
ション（働きながら休暇を取る）に適した地と
して、IT 企業等からサテライトオフィスの進
出先として人気を集めているほか、小型ロケッ
トの打上場の建設が決まるなど、観光分野と産
業分野で注目度が増している。ジェトロ和歌山
は、観光と産業を絡めた和歌山県の新たな魅力
を世界に向けて情報発信することで、外資系企
業における県への注目の促進を図っていく。
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6．県と諸外国との経済交流促進への貢献

和歌山県は、2018 年 10 月にベトナム商工
省と、2019 年 5 月にはタイ工業省および商務
省との間で経済交流の促進に係る覚書（MOU）
を締結している。

ジェトロ和歌山は、このような和歌山県と諸
外国との交流を側面的にサポートすべく事業展
開を行っている。タイでは 2019 年 5 月に仁
坂知事がバンコクでトッププロモーションを
行った際、ビジネスマッチング支援を行ったほ
か、県との共同事業として「地域間交流支援事
業」を実施した。これは、海南市の漆器や家庭
用品等の生活関連用品とタイのチェンマイ県を
中心とした漆器産地との連携を促進させるべく
行っている事業で、現地視察や企業訪問および
ビジネスマッチングを実施することにより、新
たなビジネス展開の可能性を発見した。来年度
以降の取組としては、技術・人材面での交流や
タイ側の事業者の招聘、タイ企業との共同商品
開発や販路開拓などでの協力を促進していく予
定である。

ベトナムについては、2020 年 2 月に和歌山
県がハノイとホーチミンへビジネスミッション
団を派遣する際に個別のビジネスマッチングを
実施し、輸出や現地進出に係る支援を行った。

併せてミッション団が訪問した隣国ラオスの
ビエンチャンにおいても多くの商談支援を行
い、輸出拡大や現地進出につながる機会を提供
することができた。新たなビジネスチャンスの
多いこれら新興国との連携強化について、ジェ
トロは今後も積極的に支援を行っていく。

7．新しいジェトロの取組

グローバル人材の不足など多様化する企業の
経営課題を支援するため、ジェトロでは新たな
取り組みを開始している。ここでは、二つの例
をご紹介する。

（1）「新輸出大国コンソーシアム」の活動につ
いて

TPP11、日 EU・EPA、その他日本との経済
連携協定のメリットを最大限活用し、グローバ
ル市場開拓・事業拡大を目指す中堅・中小企業
が海外展開を図る上では、製品開発、国際標準
化から販路開拓に至るまでの総合的な支援が必
要である。「新輸出大国コンソーシアム」（以下、
コンソーシアム）は、政府系機関、地域の金融
機関や商工会議所など国内 各地域の 1,125 の
企業支援機関が幅広く参加し、海外展開を図る
中堅・中小企業等に対して総合的な支援を行
なっている。海外展開を目指す企業は、コンソー
シアムに参加している複数の企業支援機関から
それぞれの専門性を活かした様々な支援を受け
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ることができる。
2019 年 12 月 16 日時点で、全国の中堅・

中小企業 8,641 社がコンソーシアムに登録し
ており、ジェトロ及び支援機関の海外展開に関
する支援を受けている。このうち和歌山県企業
は 136 社で、ジェトロ和歌山が支援の窓口を
担当している。ジェトロは、コンソーシアムの
事務局として取りまとめ機能を担う一方、企業
の海外展開を支援してきた公共機関として一層
きめ細かい支援を提供していく。

2019 年度は、海外展開を一貫して支援でき
る専門家派遣に重点を置いた取り組みを行って
いる。これは、ハンズオン支援と呼ばれ、海外
ビジネスに精通した専門家（パートナー）が、
継続的な企業訪問・海外出張同行を通じて、海
外展開戦略の作成支援から海外販路開拓、立ち
上げ、操業支援まで一貫して支援する施策であ
る（支援に当たっては審査がある）。2019 年
度は全国で 700 社への支援を行っている（和
歌山県では 9 社）。

　
（2）高度外国人材活用支援

海外展開において中堅・中小企業の課題の一
つに、人材不足が挙げられる。前述のコンソー
シアムでは企業の海外展開支援の一環として、

「高度外国人材」（企業活動において高度な知識・
技能を有する外国人）の活用支援を 2019 年度
から開始した。全国に 7 名のコーディネーター
を配置し、高度外国人材の採用、育成、定着等
に関するハンズオン支援を展開している。

ジェトロ和歌山では、高度外国人材の啓発活
動として、2019 年 12 月に和歌山大学と共催

で「企業・外国人留学生合同ワークショップ」
を開催した。県内で就職するための課題につい
て、外国人留学生の生の声を聴く機会であると
同時に、県内には魅力的な就職先が多くあるこ
とを留学生にアピールする場にもなった。

8．おわりに

ジェトロ和歌山は和歌山県の皆様とジェトロ
の共同事業体として発足した。地元和歌山の皆
様のご期待に応えるべく、今後も所員一丸と
なって取り組む所存であり、引き続きのご指導・
ご支援を賜りたい。
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■時代の転換期における「元気なまち」とは ?
現在、私達を取り巻く社会経済情勢は、世界

的規模で変革期の真っただ中にあります。まち
づくりの現場においても、従来の社会システム
や仕組みが機能不全を起こし、特に、各地の中
心市街地においては、「シャッター通り」と揶
揄されるように、完全に機能不全に陥り、「そ
もそも商店街は、もう要らないのではないか ?」
という意見も多く聞きます。

そのような情勢の中で、今、「元気な人々が
集まるまち」として着目を集めているのが、兵
庫県伊丹市の中心市街地「伊丹郷町」です。

伊丹市は、大阪国際空港（伊丹空港）の西側
に位置する人口約 20 万人の衛星都市で、大阪
から約 10km、神戸から約 20km のいわゆる
ベッドタウンとしての性格と猪名川沿いの内陸
型工業都市としての性格を有するまちです。古
くは、摂津国の西摂とよばれた土地で、伊丹城

（有岡城）の城下町として、また江戸時代には「清
酒発祥の地」として発展しました。伊丹市の中
心市街地である「郷町」においては、日本三大
俳諧コレクションの柿衞文庫など個性豊かな芸
術・文化施設が 9 施設立地しており、さらに
酒蔵を飲食店と企業博物館にリノベーションし
た白雪ブルワリービレッジ長寿蔵や、築 330
年を超える旧岡田家住宅・酒蔵などの歴史・文
化的資源が多く残っています。このような歴史・
文化的資源が豊富で、東西南北の歩行者優先道
路や中央部の三軒寺前広場などの基盤施設が
整った郷町ですが、近年、空き店舗の増加、小
売り販売額の減
少など商業機能
の低迷など、そ
の魅力ある既存
ストックを十分
に生かし切れて
いない状況にあ
りました。

寄稿 2

多様な主体の連携による
伊丹郷町のまち育て
―官民連携による伊丹版メイン
ストリート・プログラムの展開―

中 塚　 一

株式会社地域計画建築研究所（アルパック）
取締役副社長兼大阪事務所長
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■メインストリート・プログラムの実践
このようなパラダイムシフトに際して、伊丹

市では、町衆のまちへの愛着や誇り（ハート）
を基本に、様々なまちづくり活動（ソフト）を
展開し、そのために必要な場（ハード）を段階
的に修復整備するという手順で進んでいます。
言わば従来の市街地整備とは逆の手順で、事業
展開されています。

「生活の質の向上」が基本目標
中心市街地の再生は、コミュニティの再生で

あり、即ち市民及び来街者の「生活の質（クオ
リティ・オブ・ライフ）を向上させる」ことが
基本目標であると考えます。そのためには生活
者の目線で「私達は、四季折々のこのまちで、
どのような暮らし方（スタイル）をしたいの
か」をそれぞれの市民自らが明確に持つことに
より、初めてそれを実現するために必要な仕組
みや場を、官民が連携して整えていくことが出
来ると考えます。

私達は、約 15 年間に渡る伊丹郷町での一連
の活動及び事業は、アメリカにおいて約 2,000
の地方都市のダウンタウン再生を目的に開発・
運営されている「メインストリート・プログラ
ム」に類似していると約 10 年前に気づきまし
た。メインストリート・プログラムで提唱され
ている 4 つのアプローチ「まちのデザイン」「地
域プロモーション」「地域文化・経済の再生」「組
織運営」を伊丹版に読み替え、以下の 4 つの視
点で同時並行的に徹底的に実施しているのが、
これまで継続して成果を出しているポイントと
考えます。

出典 :MAIN STREET AMERECA HP

① まちなみづくり「伊丹楽景」
〜まちのデザイン〜

伊丹市では、平成 17 年に兵庫県で政令指定
都市を除き最初に景観法による景観計画を策定
しました。その後、平成 19 年に「白雪ブルワ
リービレッジ長寿蔵」を県下初となる景観重要
建築物に指定するとともに、町家をイメージさ
せる民間企業による「郷町長屋」や、江戸時代
の遺構となる「郷町大溝」などの整備により、
郷町らしい景観を創出してきました。また伊丹
酒蔵通り協議会による行灯を設置した夜景の演
出や、協力企業による社会貢献型広告バナーの
掲載、市内芸術大学や一般公募による 17 店舗
への暖簾や日よけ幕の設置、統一されたまちな
かサイン整備等の取組みが行われています。

景観重要建築物とまちなかバナー

伊丹酒蔵通り沿いの新しい「郷町長屋」
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② にぎわいづくり「伊丹楽市」
〜地域プロモーション〜

若手の飲食店オーナーが中心となって開催し
た「伊丹まちなかバル」「酒樽夜市」等の地域
の特性を活かしたイベントは、新たな出会いと
連携を生み出しました。若い町衆の出会いは、
その後「伊丹郷町屋台村」、「伊丹クリスマスマー
ケット」、「鳴く虫と郷町」、「伊丹オトラク」、「イ
タミ朝マルシェ」などを生み、今では様々な活
動が一年中まちなかで開催されています。

その中で、特に平成 21 年秋から開催してい
る「伊丹まちなかバル」は、函館西部地区バル
街のご協力も得て、伊丹の町衆のつながりを活
かし、その後の様々なまちづくり活動を生むエ
ポックメーキングとなりました。
補助金無しで永遠に継続していく仕組み

まちなかバルの仕組みは、参加者が 5 枚綴
りのバルチケット（前売り 3000 円 / 冊、当日
3,500 円 / 冊、現在両方とも 500 円 / 冊アップ）
を購入し、バルマップを片手にまち歩き感覚
で、各店舗のバルメニュー（1 ドリンク +1 フー
ド）を飲み歩くという至ってシンプルは仕組み
です。しかし核心部分は、参加店舗にとって、
従来のイベントのように広場の屋台等に出張す
るのではなく、自分の店で自慢のバルメニュー
を提供するため、「暖簾をくぐる」という新規
顧客開拓のハードルを低くし、店の雰囲気やメ
ニュー等を PR する絶好の機会となっている点
にあります。そのためイベント後も、バルマッ
プを日常使いする女性客を中心に、リピーター
が増加するという地域に根付いた好効果を及
ぼしています。また、まちにとっては、これ
まで中心市街地をあまり利用していない 20 〜
40 歳台の来訪者を増やすと共に、売り上げの
1 部を広告・印刷費等に充当することで、第 2
回からは実行委員会が補助金無しで自主運営す
る、参加者・店・まちの「三方良し」の地域経
済循環イベントに発展している点にあります。
伊丹では、平成 21 年秋の第 1 回に 54 店舗が

参加し、チケット販売が約 1,500 冊、その後 2
回 / 年開催し、平成 24 年秋の第 7 回には 96
店舗が参加し、チケット販売が約 4,500 冊と、
現在、参加者約 1 万人の一大イベントに成長
しています。
まちなかバルはコミュニケーションツール

関西では、伊丹で開催した後、企画運営ノウ
ハウをリナックスのようにフリーソフトとする
ことで、多数のまちに飛火しました。しかし「補
助金を取るためのイベント」や「市や商工会議
所に事務局を任せっきり」の地区では、その後、
中止していると聞いています。「なぜバルをす
るのか」「どのようにするのか」を地元の関係
者が熟議し、共有化する必要があります。継続
している地区の多くは、伊丹まちなかバルで同
時開催している近畿バルサミットにおいて、「ま
ちなかバル」が単なる一過性のイベントではな
く、「人と店とまちをつなぐコミュニケーショ
ンツール」であることを、フェイス・ツウ・フェ
イスでシェアしています。

「三方良し」の地域経済循環システム

酒蔵通りでの伊丹まちなかバル
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③ こだわりづくり「伊丹楽座」
〜地域文化・経済の再生〜

現在、市内企業や生産者、商工会議所、市が
連携し、清酒発祥の地として開発された酒ケー
キやかす汁うどんに加え、いちじく・レモン・
ほしいも等の農産品の活用等による新たな特産
品を開発し、JR 伊丹駅の伊丹観光物産協会や
伊丹（大阪）空港で販売しています。また町家
をリノベーションした建物や空き店舗等に「伊
丹市空き店舗出店促進事業補助制度」や「伊丹
市商業振興特定誘致地区」を活用し、多くの
魅力的な新規店舗を誘導しました。さらに平
成 24 年度には新図書館（ことば蔵）が開館し、
市民が関わる図書館交流事業としてまちゼミや
ビブリオバトル、帯ワングランプリ等を開催し、
まちなかの活性化と回遊を誘発しています。

地域の農産品等を活用した特産品開発

沿道景観に配慮した新図書館（ことば蔵）

④ 人づくり「伊丹蔵楽部」
〜組織運営〜

伊丹市の特徴として、実行委員会形式やサ
ポーター制度があります。まちのビジョンを共
有しながら、やりたい人がやりたいコトを行え
る場（この指とまれ方式）を創り出すことによ
り、多様なまちづくりの担い手「まち衆」が育
つ環境づくりを行っている点があります。

総合的な地域プラットフォームとしての中心
市街地活性化協議会の他、伊丹まち未来株式会
社、伊丹郷町商業会、伊丹酒蔵通り協議会、市
立伊丹高等学校や各種大学の学生、伊丹市文化
財ボランティアの会、いたみアピールプラン推
進協議会など、言わば伊丹を愛する様々な人々
による、地域ぐるみ（まち衆）の活動が、相互
に連携・協力しながら展開されています。

また官民連携で取り組む多くのソフト事業
は、目に見える形で中心市街地の賑わいをもた
らすと共に、次の時代を担う「まち衆」が育つ
場としても大きく貢献しています。

これは企業経営論で話題になった次世代型組
織「ティール組織」に通じるものがあると感じ
ています。

※ティール組織 : 上司が業務を管理するのに介入

をしなくても、組織の目的実現に向けてメンバー

が自発的に進むことができるフラットな組織

三軒寺前広場での伊丹郷町屋台村
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■伊丹郷町のエリアマネジメントをめざして
「組織運営」においては、平成 13 年にイベ

ント等の戦略実行部隊として「いたみタウンセ
ンター」を組織化、平成 17 年に特定非営利活
動促進法により法人化し、伊丹郷町におけるソ
フト事業の事務局の役割を担ってこられまし
た。平成 28 年には、主に再開発ビル等を管理
運営していた「伊丹都市開発株式会社」と事業
統合、さらに平成 30 年には「伊丹コミュニティ
放送株式会社」を吸収合併。現在、「伊丹まち
未来株式会社」として、今後の伊丹郷町のエリ
アマネジメントの中核を担う組織として新たな
展開をめざしています。

まちを使いたおす・つながるまちづくり
イギリスの都市計画家パツィー・ヒーリーは、

「都市とは物理的な対象ではなく、流動する大衆
の絡み合った流れにおける柔軟で束縛されるこ
とがない結びつきである」と提唱しています。私
達も、まちを人と人との関係性による「人間の行
動」そのものとして捉え、様々なつながりをこれ
からも大切にしていきたいと考えています。
「まちを使いたおす〜まちを作るから使う時

代へ〜」「つながるまちづくり〜市民の暮らし
の目線で、活動や事業を積み重ねていく〜」な
どの一貫した理念のもと、伊丹郷町のエリアマ
ネジメントを睨んだ次の展開が楽しみです。

伊丹版メインストリート・プログラム 伊丹オトラクと伊丹まちなかバル

都市ブランド力の向上を図るためのステップアップ戦略

14　　21 世紀WAKAYAMA

　昭和 30 年代は日本映画の黄金期だった。私

はその頃小学生で西播州 ( 兵庫県の西の端 ) の

人口 3 万人ほどの龍野という町に住んでいた。

市内には当時映画館が 3 館あり、一番老舗の

龍野劇場へは家から近いこともありよく通っ

た。とはいえ 10 歳代の少年が一人では映画館

には入れず親兄弟なんかに連れていってもらっ

ていた。

　龍野劇場は時代劇の３本立の上映が多かっ

た。当時大活躍の時代劇のスターは、片岡千恵

蔵、坂東妻三郎、大河内傳次郎、嵐寛寿郎、市

川右太衛門、長谷川一夫。この６人が「時代劇

六大スター｣ と言われていた。この６人に月形

龍之介を加えて「七剣聖｣ とも言われた。

　「いれずみ判官｣ の遠山金四郎役の片岡千恵

蔵。金さんのお裁きのシーンは今でもはっきり

と覚えている。また「七つの顔を持つ男｣ では、

多羅尾伴内の台詞で「あるときは片目の運転手、

またあるときは○○、しこうしてその実体は・・・

｣ ここで名乗りをあげるのだが、この台詞を子

供ながら真似をしたものだ。

　「丹下左膳｣ の大河内傳次郎。大河内の訛り

のある台詞回し「姓は丹下、名は左膳 ( シェー

ワ　タンゲ　ナワ　シャジェン )｣ は今でも忘

れられない。「旗本退屈男｣ の早乙女主水之介

役の市川右太衛門。右太衛門の台詞の合間に入

る「パッ｣ という破裂音も耳に残っている。

　「鞍馬天狗｣ の嵐寛寿郎。アラカンの愛称で

呼ばれた。戦前から戦後にかけて「鞍馬天狗

｣ に 46 本出演した。宗十郎頭巾に紋付姿はア

ラカンの創作だった。あわやという場面で鞍馬

天狗が白馬で駆けつける。そのシーンでは観客

は大きな拍手を送った。当時は映画にも関わら

ず観客は拍手をしたのだ。私も拍手をした記憶

がある。「忠臣蔵｣ の大石内蔵助の長谷川一夫。

長谷川の台詞で「各各方、討ち入りでござる ( オ

ノーオノガタ　ウチヒリデ　ゴザル )｣ という

なんとも言えない台詞が心地よかった。

　学校での話題も映画の話が多かった。「今年

の忠臣蔵は内蔵助誰がするんやろなあ｣ とか。

　ビバ  シネマ  映画三昧

　  フリーアナウンサー

　　　　　　小林　睦郎

寄稿 ３
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日本経済新聞の和歌山支局長として 2007 年
4 月に赴任し、2010 年 3 月末までの 3 年間、
和歌山の地域や産業を取材し、それからほぼ
10 年が過ぎた。現在は、シンクタンクの日本
経済研究センター大阪支所で、主として関西地
域の会員向けセミナーや懇談会などの企画や運
営にあたっている。10 年ひと昔と言うが、和
歌山勤務時に取材して原稿を書いたいくつかの
テーマを改めて振りかえってみると、この 10
年の間に動いた時代の一端が見えてくるような
気がする。

▼インバウンドの変遷
「インバウンド」という言葉は今では普通に

使われるようになったが、10 年ほど前は新聞
記事の見出しで見かけることはなく、本文中で
使う場合でも「インバウンド（訪日外国人旅行）」
のように注釈付きで使われていた。現在はイン
バウンドに関する様々な統計が充実している
が、当時は各府県単位でどこの国・地域からど
の程度来訪しているのか把握できるはっきりし
たデータがなかった。そこで近畿運輸局が初め
てまとめた 2007 年 1 〜 6 月分の近畿 2 府 4
県の外国人の宿泊調査をもとに、国・地域別の
外国人宿泊者数の傾向を分析し、2008 年 1 月
28 日付の近畿経済面（現・関西経済面）で「増
える外国人観光客　韓台中…アジア客万来」の
まとめ記事を書いた。

当時はまだ中国からの観光客が増え始めた時
期で、近畿 2 府 4 県の国・地域別の外国人宿
泊者は韓国、台湾、米国、中国、香港の順だった。

この調査で、和歌山県で最も多かったのが香
港（38%）で、次いで台湾（28%）だった。現
地で放映された白浜温泉などの旅番組や、当時
人気になっていた和歌山電鉄貴志川線の「たま
駅長」を取り上げた番組の影響、県などによる
温泉とグルメを組み合わせたパッケージツアー
の企画といった誘致活動が奏功したことなどが
背景にあった。

10 年ひと昔

原 　明 彦
公益社団法人 日本経済研究センター大阪支所長

寄稿 3
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　昭和 30 年代は日本映画の黄金期だった。私

はその頃小学生で西播州 ( 兵庫県の西の端 ) の

人口 3 万人ほどの龍野という町に住んでいた。

市内には当時映画館が 3 館あり、一番老舗の

龍野劇場へは家から近いこともありよく通っ

た。とはいえ 10 歳代の少年が一人では映画館

には入れず親兄弟なんかに連れていってもらっ

ていた。

　龍野劇場は時代劇の３本立の上映が多かっ

た。当時大活躍の時代劇のスターは、片岡千恵

蔵、坂東妻三郎、大河内傳次郎、嵐寛寿郎、市

川右太衛門、長谷川一夫。この６人が「時代劇

六大スター｣ と言われていた。この６人に月形

龍之介を加えて「七剣聖｣ とも言われた。

　「いれずみ判官｣ の遠山金四郎役の片岡千恵

蔵。金さんのお裁きのシーンは今でもはっきり

と覚えている。また「七つの顔を持つ男｣ では、

多羅尾伴内の台詞で「あるときは片目の運転手、

またあるときは○○、しこうしてその実体は・・・

｣ ここで名乗りをあげるのだが、この台詞を子

供ながら真似をしたものだ。

　「丹下左膳｣ の大河内傳次郎。大河内の訛り

のある台詞回し「姓は丹下、名は左膳 ( シェー

ワ　タンゲ　ナワ　シャジェン )｣ は今でも忘

れられない。「旗本退屈男｣ の早乙女主水之介

役の市川右太衛門。右太衛門の台詞の合間に入

る「パッ｣ という破裂音も耳に残っている。

　「鞍馬天狗｣ の嵐寛寿郎。アラカンの愛称で

呼ばれた。戦前から戦後にかけて「鞍馬天狗

｣ に 46 本出演した。宗十郎頭巾に紋付姿はア

ラカンの創作だった。あわやという場面で鞍馬

天狗が白馬で駆けつける。そのシーンでは観客

は大きな拍手を送った。当時は映画にも関わら

ず観客は拍手をしたのだ。私も拍手をした記憶

がある。「忠臣蔵｣ の大石内蔵助の長谷川一夫。

長谷川の台詞で「各各方、討ち入りでござる ( オ

ノーオノガタ　ウチヒリデ　ゴザル )｣ という

なんとも言えない台詞が心地よかった。

　学校での話題も映画の話が多かった。「今年

の忠臣蔵は内蔵助誰がするんやろなあ｣ とか。

　ビバ  シネマ  映画三昧

　  フリーアナウンサー

　　　　　　小林　睦郎

寄稿 ３
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このころから高野山を散策するフランスを中
心にした欧州の旅行客が目立っており、宿坊に
宿泊する旅行客も話題になり始めていた。記事
を書くにあたって高野山に出向いてみると、確
かにバックパックを背負った欧米系の旅行客が
目についた。フランスの旅行ライターが書いた
紹介記事がきっかけになったとのことで、スピ
リチュアルな体験が好きなヨーロッパ系の人た
ちの間で人気が広がったようだ。関西観光の拠
点である大阪に宿泊し、南海電鉄高野線で高野
山に足を延ばすといったパターンの旅行客が多
かった。日本の新たな魅力を「発見」する外国
人が増えているようだった。

日本政府観光局のデータによれば、訪日外国
人旅行客は 2010 年に 861 万人だったが、18
年は 3119 万人と、10 年ほどの間に 4 倍近く
に増えている。和歌山県の外国人宿泊者は 18
年に 40 万人泊で、国・地域別の 1 位は中国

（28%）がとって代わり、2 位香港（19%）、3
位台湾（16%）が続いている。来訪する外国人
の増加もさることながら国籍も多彩になり、体
験型観光や SNS を通じて知った話題のスポッ
ト巡りなど、旅行のニーズも多様になっている。
新型コロナウイルスの影響で観光産業などは大
きな打撃を受けているが、歴史や自然といった
観光資源が豊富な和歌山が、関西国際空港に近
い立地を生かし、再びインバウンドを地域振興
に生かしていくことを願っている。

▼様変わりする地域の情報発信手法
合併協議を離脱して単独で生きる道を選択し

て話題になった全国唯一の飛び地の村、北山村
には和歌山支局の着任早々から興味を覚えてい
た。さっそく同村を取材し「和歌山県北山村　
飛び地振興　武器はネット」（2007 年 6 月 22
日付近畿経済面）の記事を書いた。今では有名
になった特産の柑橘系果実、「じゃばら」の加
工品の販売拡大でインターネットを活用し、特
産品直販サイトにブログサイト機能を持たせて

販売促進や村との交流拡大に役立てる戦略を進
めていた。ネットを通じて全国から同村を応援
する「バーチャル村民」を募るという取り組み
もユニークだった。

この記事の掲載後、情報通信の技術を利用し
て地域活性化に取り組む先進事例を表彰する

「日経地域情報化大賞 2007」の事務局の担当
者から問い合わせがあり、この北山村の取り組
みを推薦した。審査の結果、人口約 500 人（当
時）の小さな村でもネットを活用し、全国への
情報発信に工夫をこらしている点が評価され、

「村ぶろ」が「日経 MJ（流通新聞）賞」を受
賞した。

10 年を経て、インターネットを使った発信
方法は様変わりした。今や SNS により、小さ
な村どころか、個人でも手軽に世界に向けて情
報発信ができる時代になった。パソコンをベー
スにしたブログサイトより、スマートフォンを
使った SNS による情報のやり取りが一般的だ。
こうした変化を反映してか、「村ぶろ」も 2018
年 5 月をもって終了し、同村の観光情報などは
フェースブックなどでの発信に移行している。
2018 年度末の同村の人口は 445 人と 500 人
を割り込んでいるが、今でも特産の「じゃばら」
の商品開発や加工販売を積極的に進めているよ
うで、新たな時代の情報発信にも期待したい。

▼ I ターンの先進地
過疎化・高齢化対策が全国的な課題となる

なか、I ターンの先進地として、和歌山県那智
勝浦町の色川地区を取材し、日本経済新聞の 1
面企画（2008 年 7 月 13 日付の「都市と地方　
豊かさ再評価②団塊・若者『ふるさと』回帰」）
で同地区の現状や取り組みを書いた。

JR 紀伊勝浦駅から山道を自動車で約 40 分
かけて訪れた同地区の出張所近くの小学校の
校庭から、新規移住してきた世帯の子供たち
の歓声が響いていたのが印象的だった。ちょ
うど取材した時期は新規移住者のお子さんが
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前年に 5 人生まれ、その年にも 4 人が誕生予
定というちょっとした「ベビーブーム」となっ
ていたころだった。この地区に向かう途中で、
廃墟となった建物を目にしてきただけに、そこ
からさらに奥深くにある地域で、にぎわいが維
持されていることが驚きだった。このエピソー
ドを記事の冒頭に使い、許可を得て山あいの小
学校の校庭で走り回る子どもたちの写真も掲載
した。当時は同地区の人口約 450 人のうち新
規移住者が 4 割を占めていた。

同地区では近くの銅鉱山の閉山に伴う人口急
減への危機感があり、新規移住が増えたのは
1977 年に有機農業の実践を目指す移住者のグ
ループを受け入れたことがきっかけだったとい
う。地域内では賛否両論はあったようだが、最
初に移住した人たちを頼りに各地から若い人
たちが次第に集まり、次第に I ターンが増えて
いったという。

移住促進で大きな役割を果たしているのが元
からの住民と新規住民が一緒になって地域づく
りに取り組むためにつくられた色川地域振興推
進委員会だ。移住希望者のアドバイスや農業体
験先の紹介などをこの住民組織が担っており、
施設の整備を担う官と民の役割分担と連携がう
まく機能していると感じた。移住を希望しても
自分が実際にコミュニティーになじめるかどう
かを見極めるため、希望者が地区の宿泊施設に
短期滞在できる「お試し移住」も定着促進にとっ
て大切な取り組みに思えた。いろいろな条件や
工夫が相まって I ターンが持続する仕組みが維
持されていることを感じた。

この寄稿を書くにあたって同推進委員会の
ホームページをのぞいてみたが、地域での最近
のイベントや交流会、様々なトピックスが写真
付きで満載に掲載されており、移住者インタ
ビューや施設の紹介など内容も充実している。
掲載されている写真を見ているうちに、取材を
した当時がよみがえり、機会があればもう一度
訪ねてみたいと思った。

▼鉄鋼業界の生産体制再構築
和歌山支局での任期中に大きく動いたのが鉄

鋼業界再編に向けた動きだった。2007 年 10
月、当時の新日本製鉄、住友金属工業、神戸製
鋼所が業務提携を拡大するのに合わせ、住友金
属工業和歌山製鉄所が建設中だった高炉の隣接
地にもう一基の同じタイプの新高炉を建設する
ことを発表した。同製鉄所では 1970 年には 5
基の高炉が稼働していたが、07 年当時は第 4、
第 5 高炉のみが稼働していた。新高炉完成後
には効率が高い新鋭の 2 基体制に切り替えて、
新日鉄、神戸製鋼などへの鉄鋼半製品の供給を
拡大する計画だった。今から振り返れば、こ
うした生産体制の再編が 2012 年の新日鉄住金

（現日本製鉄）発足の布石となった。
生産体制の再整備の一環として、2007 年 9

月には住友金属和歌山製鉄所内で 40 年ぶりと
なる新コークス炉のレンガ積みを始める際の神
事である鏝（こて）入れ式が行われ、私も取材
した。この時に一緒になった鉄鋼業界紙のベテ
ラン記者は「鏝入れ式に出るのは初めてだ」と
話していた。印象的だったのが、このコークス
炉の設計とレンガ製造を手掛けるのが中国企業
だったことだ。日本国内ではコークス炉を建設
する動きが途絶えている一方、中国の国内では
幾つものコークス炉がつくられているとのこと
で、中国の鉄鋼業界の躍進ぶりを感じされられ
た。2009 年 7 月に行われた新第一高炉の火入
れ式も取材したが、同製鉄所での高炉の稼働も
40 年ぶりとのことだった。

その後、世界の鉄鋼産業は中国の存在感が
一段と大きくなっている。2000 年の粗鋼生
産量のトップは新日本製鉄（現日本製鉄）で、
上位 10 社のうち中国企業はわずか 1 社だった
が、2018 年には 6 社が中国企業となっている。
世界的な規模で鉄鋼の生産能力が過剰となっ
ており、日本製鉄は今年 2 月に大規模な生産
能力削減策を発表した。呉製鉄所（広島県呉
市）の高炉全 2 基を 21 年 9 月末までに休止し、
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製鉄所も 23 年 9 月末までに閉鎖する。2009
年に私が火入れ式を取材した和歌山製鉄所の
新高炉 1 基も 22 年 9 月末をメドに休止する
という。わずか 10 年の間に日本の製造業を代
表する鉄鋼業の変化のスピードはあまりにも
目まぐるしい。
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Ⅲ　課題解決策としてのワイン特区の活用
１　構造改革特別区域法（特区法）による
　果実酒製造（ワイン特区）

　果実酒の法定製造数量年間 6kl が 1/3 の 2kl

に緩和されるのがワイン特区であるが、それは

次のように大きく 2 つに分類される。

（１）特区法における果実酒の製造免許概要

　酒税法の特例により、特区内において、地方

公共団体の長がその地域の特産物として指定し

た果実を原料として果実酒を製造しようとする

場合には次のようになる。

　一方、民宿型のワイン特区では、民宿や旅館、

レストランを経営している人が、お客様に対し

てのみ、自分で醸造したワインを提供できるか

たちのものである。

　ただし、来店、宿泊される方々への提供が原

則で、醸造量緩和型免許のように不特定多数の

方に販売することはできない。醸造量も自動的

に制限され、提供するワインは、その場でしか

味わえない。

　いずれにしても、ワイン造りにおいて最初の

ハードルである製造免許を取得する難関をクリ

アするには、ワイン特区を活用するのは有効と

いえる。

　1 つは、最低醸造量を緩和したタイプ。も

う 1 つは通称ハウスワイン特区といわれる

民宿型のワイン特区である。

　酒税法第 7 条第 2 項「最低製造数量基準（年

間 6kl）」の規定は、特区を活用すると 1/3

の 2kl に緩和されることになり、年間 6kl を

生産する場合よりも設備投資などが軽減で

きることとなる。

　ブドウ栽培とワイナリー
　による地域活性化のすすめ

Part ２
課題解決策としての
ワイン特区の活用

　前・ （一財）和歌山社会経済研究所　研究部長

　　　　　　　藤本　幸久

研究成果報告
１
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1　ワインづくりにおける戦略的視点と課題

6 次産業化は農林水産物等の地域資源を活用
した取り組みであることから、地域により多く
の収益をもたらせるように、地域資源の競争優
位性を高めることが重要である。

（1）ブランディングとプロモーション
地域での産学金官の連携体制を取りながら、

ワインづくりによる地域性を生かした地域ブラ
ンドを確立することで、他との差別化をはかり
競争力を向上させることが有効な方策の一つで
あると思われる。

　まさに、安全・安心な商品であれば必ず
売れるということではなく、競争を勝ち抜
くために、しっかりとしたブランディング
とプロモーションを強化することが重要と
言える。

ネーミング（例）“高
コウ

野
ヤ

山
サン

麓
ロク

 天
アマ

のワイン”
“アマノ ･ ヌーヴォ”

（イラスト フリー素材より）

ブドウ栽培とワイナリー
による地域活性化のすすめ

Part ３
ワインづくりにおける

戦略的視点と課題

　　　　　　　藤本　幸久
前・ （一財）和歌山社会経済研究所  研究部長

研究成果報告
1

21 世紀WAKAYAMA　　21

Ⅲ　課題解決策としてのワイン特区の活用
１　構造改革特別区域法（特区法）による
　果実酒製造（ワイン特区）

　果実酒の法定製造数量年間 6kl が 1/3 の 2kl

に緩和されるのがワイン特区であるが、それは

次のように大きく 2 つに分類される。

（１）特区法における果実酒の製造免許概要

　酒税法の特例により、特区内において、地方

公共団体の長がその地域の特産物として指定し

た果実を原料として果実酒を製造しようとする

場合には次のようになる。

　一方、民宿型のワイン特区では、民宿や旅館、

レストランを経営している人が、お客様に対し

てのみ、自分で醸造したワインを提供できるか

たちのものである。

　ただし、来店、宿泊される方々への提供が原

則で、醸造量緩和型免許のように不特定多数の

方に販売することはできない。醸造量も自動的

に制限され、提供するワインは、その場でしか

味わえない。

　いずれにしても、ワイン造りにおいて最初の

ハードルである製造免許を取得する難関をクリ

アするには、ワイン特区を活用するのは有効と

いえる。

　1 つは、最低醸造量を緩和したタイプ。も

う 1 つは通称ハウスワイン特区といわれる

民宿型のワイン特区である。

　酒税法第 7 条第 2 項「最低製造数量基準（年

間 6kl）」の規定は、特区を活用すると 1/3

の 2kl に緩和されることになり、年間 6kl を

生産する場合よりも設備投資などが軽減で

きることとなる。

　ブドウ栽培とワイナリー
　による地域活性化のすすめ

Part ２
課題解決策としての
ワイン特区の活用

　前・ （一財）和歌山社会経済研究所　研究部長

　　　　　　　藤本　幸久
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とりわけ、価値をよりアピールしブランドと
して確立することが必要であり、前表の 4 つ
の視点「消費者の視点で考える」、「付加価値と
優位性を明確に」、「特徴や魅力をシンプルに」、

「戦略的なプロモーション」を考慮しながら、
なかでも「戦略的なプロモーション」を積極的

に着実に展開することにより、認知度を高めて
いくことが重要となってくる。

次に、マーケティングの「4P」による販売
戦略並びに、生産者視点「4P」と消費者視点「4C」
の融合による差別化戦略を図式化してみること
とする。

まさに、他と明確に差別化できる個性（イメー
ジ・信頼感・機能性など）をつくりあげ、消費
者との信頼関係を深めることによって、ブラン
ドの訴求力が向上し、競合相手に対して優位に
立つことができる。

さらに、差別化の要素にも様々なものがあろ
うが、機能性を意識しながら商品開発をすすめ
ることも必要ではなかろうか。

例えば、ブドウの機能性としてはポリフェ
ノールが有効であると考えられる。

ブドウの皮には、ポリフェノールの一種であ
る「アントシアニン」や「レスベラトロール」
が含まれ、眼精疲労や活性酸素を除去する効果、
また、悪玉コレステロールの発生を防ぎ血液を
綺麗にする働きがあるとされ、動脈硬化やがん
予防に役立つと言われている。

ブランディングとプロモーションの視点及びコンセプト

マーケティングの「4P」による販売戦略

生産者視点「4P」と消費者視点「4C」の融合による差別化戦略
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（2）ストーリー ･ マーケティング
ストーリー ･ マーケティングとは、商品や

サービスなどに対して、そのものの性能や機能
における優位性や価値を訴えるだけではなく、
コト消費やイメージといった情緒的な付加価値
を訴求することで共感を生み出そうとするマー
ケティング手法のことである。

多くの消費者は、既にたくさんのことを体験
しており、単に商品が優れているから、また、
価格が安いからといった理由だけで購買行動が
喚起されなくなってきている。

だから、ストーリーへの共感により需要を創
造することが期待されていると言える。

ついては、基本となる「商品ストーリーづく
りの流れ」と「商品ストーリーの類型」の概要
を述べることとする。

ア　商品ストーリーづくりの流れ
開発商品が決定したあとの、商品ストーリー

づくりの手順は次のとおりである。

① 生産者のこだわり
商品の魅力、優れている点、原材料の希少価

値、栽培方法など、生産者のこだわりを列挙し
てみる。
② 購入してくれるターゲット

どのような人たちが購入してくれるのだろう
か。また購入してほしいのか。購入ターゲット
層を想定してみる。
③ 消費者に伝えたいストーリー

生産者の言葉で伝えたいストーリーを書いて
みる。これがまさに商品ストーリーとなるので
ある。

イ　商品ストーリーの類型
以下は商品ストーリー構成のための基本類型

であるが、訴求内容を組み合わせて商品ストー
リーを構成することも有効であろう。

商品ストーリー構成のための基本類型

（J-Net21 の HP より）

画期的な商品ストーリーが消費者の心を打つ
ように、大根一本にもストーリーは必要で、味
はストーリーがあるとおいしく感じられる。

まさに、高級なワインは世の中に選びきれな
いほどたくさんあるが、その中で売れるワイン
とは何なのだろうか。それはやはりストーリー
性を持った商品ということになるであろう。

ストーリー ･ マーケティングは、開発秘話、
商品の素材に対するこだわり、サービスを利用
して得られる恩恵のことであり、良いストー
リーづくりに大切な条件が 2 つある。

1 つは、共感が得られることであり、もう 1
つは、商品やサービスの魅力が伝わることであ
る。

その結果、マーケティングにストーリーを取
り入れることにおいて、次の 3 つのメリット
並びに効果が期待できると思われる。
① 商品の差別化ができる。
② 消費者の共感を生み、感情を動かし易くなる。
③ メッセージが記憶に残り易い。

商品やサービスの裏側にあるストーリーに同
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じものはなく、それぞれが唯一無二のものであ
ると認識することが何よりも大事なことであ
る。

ストーリーの魅力を伝えることができれば、
全く同じ商品やサービスであったとしても、競
合商品とは全く違う価値を生み出すことが可能
となるのである。

（3）販売戦略
よく見聞きするのは、商品を開発したものの

売れない、売り先がない。どうしたら売れるの
だろうかという話である。

販売を視野に入れた商品開発、それには売り
場や競合を知ること、まさに差別化戦略が先決
であり重要なのである。

　消費者の視点で考えながら、付加価値と
優位性を明確にし、特徴や魅力をシンプル
に表現しながら、どのような経路や手段で
消費者に届けるか戦略的なプロモーション
を展開することが大切である。

ア　レストラン等飲食店での飲用と販売
地域の飲食店や旅館等の宿泊施設と協力し、

ワインを通して顧客の拡大をすすめる。
ただし、レストランでのワイン提供について

は保健所の営業許可、ワインの販売については
所轄税務署長の酒類販売業免許の、それぞれ申
請と許可が必要となる。

なお販売免許を取る条件に場所的要件（酒税
法第 10 条）があり、飲食店や酒場は酒類を販
売する場所として不適当とされており、酒類販
売業免許を受けるのは難しいと思われる。
イ　農産物直売所

最近、特に見せ方や売り方についても重要性
が増していることから、パッケージやディスプ
レイ、販促ツール、パブリシティなどを効果的
に組み合わせた販売戦略も大きなファクターと
なっており、それらを有効に活用することが必

要不可欠である。
ウ　ワインツーリズム

ワイナリー見学ツアー客への販売、ワイナ
リーの有料会員に対する販売等をはかる。
エ　インターネット販売

差別化戦略は、開発商品だけではなく、販売
ルートやそれに伴うサービス提供などにおいて
も大切ではなかろうか。

2　事業実施体制確立とワイナリーの考え方

（1）生産プロセス
地域の農業者とともに苗木生産や栽培技術を

共有し、地域と連携したブドウ栽培とワイナ
リー経営をすすめる必要がある。
ア　ワイン製造の構図

生産性の向上を図るためには、生産計画（商
品戦略）の樹立と生産プロセスの構築及び販売
戦略の確立が最重要解題となっている。

イ　事業実施主体の体制（生産プロセス）
ワイナリーは自社工場とするか、委託製造

（醸造）とするかの判断が必要である。
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（2）資金造成
わかやま中小企業元気ファンド、ものづくり

補助金などを活用するのか。

（3）ワイナリー設置の考え方（収支計画）

　ワイン特区を活用すると法定製造数量が
1/3 の 2kl に緩和され、年間 6kl を生産す
る場合よりも設備投資などが軽減できるこ
とから、検討に値するのではなかろうか。

ア　醸造工場建設の資金計画
醸造工場建設に関しては、販売数量の状況に

よるが、およそ数千万円から 1 億円程度にな
るのではなかろうか。

一方、その資金の造成方法としては以下の項
目が考えられる。

① わかやま中小企業元気ファンド
• 新商品や新サービスの研究 ･ 開発や販路開

拓等の資金に活用
• 補助率は 2/3 以内
• 対象経費は会議費 ･ 開発研究費 ･ 機械装置

･ 工具器具費（研究開発費のみ）
• 助成額は、1 事業につき 100 万円以上 600

万円以内（地域資源活用分野 区分 B）
• 提出書類は、申請書 ･ 事業計画書 ･ 収支予

算書 ･ 事業者概要
② ものづくり補助金
③ 農業制度資金
④ クラウドファンディング等

イ　委託製造（委託醸造）
• 初桜酒造株式会社など酒造メーカーへの委

託醸造の研究検討を行う。
• 本社の醸造所内か、出先の新規醸造所なのか。

　いずれにしても、自社醸造では醸造技術
者の確保と併せて新規就労者等の受入れ体
制を整える必要があることから、最初から
自社工場建設ではなく、当面は委託醸造を
行いながら実績の積み上げとブランドの確
立をはかることで、拡大策の検討をすすめ
ることが懸命ではなかろうか。
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おわりに

地域が持つ魅力や個性、歴史などの価値を 6
次産業化に活用する発想力が不可欠である。

6 次産業化は経済規模が小さくても、地域循
環や地産地消、関連産業への波及効果などを考
えると、長期安定的に多くの利益を地域にとど
めることができる。

農業経営において 6 次産業化を実現するた
めには、高付加価値化を目指した生産と加工及
び販売の一体的な取組や、新商品並びに新サー
ビスの開発や販路拡大など、その経営発展の段
階に応じた多様な取組が必要である。

開発しようとする商品やサービスと競合する
ものがないか、消費者目線で事前に充分なる調
査を行うこと。

加えて、差別化は開発商品だけではなく、販
売ルートやそれに伴うサービス提供などにおい
ても大切ではなかろうか。

顧客のことを知り、そのニーズを満たすこと
により顧客を創り出すことが出来る。

一方的なコミュニケーションではなく、顧客
の共感を作り出し、顧客自らが発見し、関わり
合い、発信してもらう能動的な体験を促すこと
が求められている。

まさに、長期的視点に立ちながら消費形態の
変化を踏まえ、経営資源の分析、商品開発、販
売促進、顧客満足度などに対応できる取組が不
可欠であろう。
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1．はじめに
私にとって、数年前の物流会社（日用品の配

送）代表時の業務が、安全についての意識を大
きく変えた時期であった。物流センターから小
売店まで、一日に約 500 台のトラックが日本中
で運行しており、事故リスクの緊張で毎日を過
ごしていた。そのような日々の中で、物流拠点
を監査するのは重要な業務であり、年間に全国
の 60 以上の拠点を訪問し、安全管理体制やルー
ルの順守等を厳しく教育を行っていたが、人身
事故（軽傷を含む）はゼロにはならなかった。

そのような時に、ある拠点の荷揃えエリアに、
スローガン「安全第一、今日も一日無事に家に
帰ろう」と描いた垂れ幕を見つけた。その時、
安全の本質とは、ルール徹底や会社リスク以上
に、「従業員が、家族や身内のもとに無事な姿
で帰る」ことを優先して考えなければならない
ことを痛感した。

その後、ルールの遵守（Know-How）だけで
はなく、自分の身は自分で守るといった個人の
心理的な側面からの本人が納得できる思考教育

（Know-Why）の導入を開始した。これが全て
の要因ではないが、翌年は初めて、年間無事故
を達成した。

現在、ものづくりの現場は、技術やシステム
が高度化・複雑化し、人間が対応できる能力を
超えた仕事を要求される環境にあり、日々大き
く変化している。また、作業や設備に対する安
全化が進んだ結果、逆に危険が潜在化している。

ここでは、「安全の要、最後は人」の視点から、
身近な安全活動について、心理学や経験を踏まえ
て、不安全行動の本質と対応について考察する。

2．労働災害の推移
図表 1 に、厚生労働省の「労働災害調査」

による製造業の労働災害の度数（災害の発生頻
度）及び、全産業の事業所規模との関係を示す。
製造業の現場は、効率化や標準化や IT 技術の
導入が進められ生産性は向上し、安全性も配慮

不安全行動の
本質と対応について

安井　尚人
（一財）和歌山社会経済研究所　研究部長

研究成果報告
2
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されてはいるが、労働災害は増加傾向にある。
また、事業所規模は小さくなるほど度数は高く
なっている。

この原因は、一概には言えないが、団塊の世
代の多くが定年を迎えたいわゆる「2007 年問
題」への対応の影響ではないかと推測される。

「2007 年問題」が取りだたされてから、多く
の企業では、作業のマニュアル化や技術の可視
化により、暗黙知の明示知化が行われた。

しかし、実際の現場では、マニュアル化し切
れない要素も多く、本当に必要とする暗黙知の
レベルまで技能継承が先送りされ「2012 年」、

「2017 年」等、5 年毎に取り上げられている。
これまで、コスト削減を進めながらも、維持し
てきた「現場力」が、団塊世代の大量退職を
きっかけに弱体化した結果の一つが労働災害で
あり、特に事業所の規模が小さくなるほど影響
が大きい。

心理学者レヴィンは、「人間の行動は、人格
と取り巻く環境の関数」として、

B=f（P, E）
B:Behavior（行動）
P:Person（人格）
E:Environment（環境）

「行動方程式」を示している。
労働災害は、多くの現場では、マニュアル化

されていない要因が多くあり、E（環境）を制
御することは難しく、P（人格）が安全行動を

左右する場合が多いと思われる。「2007 年問
題」によって失われたのは、ものづくり技術だ
けでなく、安全に関する P（人格）の伝承につ
いても注目する必要がある。

3．「ハインリッヒの法則」の本質
多くの人は、「ハインリッヒの法則」という

言葉を一度は耳にしたことがあろうかと思う
が、1:29:300 の部分のみを引用して、本質に
ついて理解している人は少ない気がする。「ハ
インリッヒの法則」は、米国の損害保険会社の
安全技術者ハーバート・ウィリアム・ハインリッ
ヒが 5,000 件以上に及ぶ事故事例を根拠にし
て導き出した統計的な経験則である。

図表 2 に示すように、1 つの重大事故の背景
には 29 の軽微な事故があり、さらにその背景
には 300 のインシデント（事故になる可能性）
が存在するというもので、330 種類の事故の
重篤度の比率ではない。また、330 種類の下
には、さらに数千件に達すると思われるだけの

「不安全行動」 と「不安全状態」 が存在するこ
とも意味している。

また、ハインリッヒは、「5 つの駒のモデル」
も提唱しており、事故や災害は偶発的なもので
はなく、その背景には多くの不安全が存在し、
それらの要因が、連鎖的に重なりあっており、
1 つの重大事故へと繋がってゆくことを示し
ている。逆に、「不安全行動」 と「不安全状態」
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を無くすことが、災害防止の決め手になること
を意味している。

ハインリッヒが最も強く主張しているのは、
「安全」の対義語を「危険やリスク」ではなく「不
安全」においていることで、日々の不安全行動
と状態を自らが主体的に管理することの重要性
を最も訴えたかったのではないかと思われる。
また、1 世紀近く前に発表されたこの「経験則」
が今なお引用され続けていることは、時代の変
化や技術革新があっても、人間の行動特性は大
きく変化していないことを示唆している点も興
味深い。

次に、このような不安全状態をなくすため
の人間の行動について、1）作業者の視点、2）
管理者の視点、3）新しい安全行動の視点につ
いて、人間行動および心理面からの考察を行う。

4．作業者の視点
労災発生の鍵を握るのは、「3 つのマ」を除

くことだと言われている。1）

「まぁ、これくらいの『マ』」の物の側の不安
全状態の放置、頭ではわかっていても「魔がさ
すの『マ』」である人側の不安全行動、その結果
日常の環境でも起こる「まさかの『マ』」の連鎖
によって、「魔の一瞬」を迎えてしまうのであ
る。しかし、「3 つのマ」は、論理式（どれかが
なくなれば、リスク無し）であり、災害の連鎖
は防止できるはずである。「3 つのマの連鎖」の
解決方法のキーワードもやはり、「間を置く『マ』」
である。何か作業を行う場合は、必ず一呼吸「間」
を置いて作業内容を見直し、危険な因子が隠れ
ていないか考えることである。その例として、
指差呼称の本質について考える。

（1）正しい指差呼称について
指差呼称は、ヒューマンエラーを低減する手

法として、日本国有鉄道（現在 JR）で創設さ
れた安全確認手法である。心理学的に、人間は
間違いをするのは当たり前で、不注意、錯覚、
省略行動の人間の不完全な特性から必要とされ

ているのが指差呼称である。正しい指差呼称を
図表 3 に示す。

正しい動作は、①対象を見る，②指をさす，
③耳元で考える，④腕を振り下ろす、4 つのス
テップから構成され、思考・視覚・運動・言語・
聴覚などの大脳の働きを活性化する。指差呼称
は、しない時に比べて 3 倍以上に脳を活性化
しているといわれている。2）

しかし、実際の現場では、指差呼称を徹底さ
せるのは非常に難しい。その為には、トップの
実践、現場教育などを繰り返し習慣化させるこ
とが大切である。多くの工場では、場内の横断
時に指差呼称を導入している場合がみられる
が、一般道路の横断時にも自然に指差呼称をす
る習慣になるほどの徹底が必要である。

（2）指差呼称の効果について
指差呼称の効果は、1994 年に（公益財団法

人）鉄道総合技術研究所の「操作ボタンの押し
間違い」実験により効果が確かめられた。

図表 4 に示すように、押し間違いの発生率は、
「指差呼称行なわなかった」2.38% に比べ、「呼
称のみ」1.0%、「指差しだけ」0.75% と低減し、

「指差しと呼称を共に行った」の発生率は 0.38%
となり、 何もしなかった場合に比べ、リスクは
約 6 分の 1 に低減した。

また、多くの確認作業を想定した処方箋と薬
剤の「薬名間違い」「量間違い」「時機間違い」
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の作業についての誤薬実験がある。誤薬種類別
のエラー率の平均は、「何もしない」0.33%、「呼
称だけ」0.09%、「指さしだけ」0.18%、「指差
呼称」0.02% となり、リスクは約 14 分の 1 と
低減した。3）

指差呼称だけでヒューマンエラーの根絶を実
現することはできないが、「意識レベルを上げ、
確認の精度を向上させる有効な手段」である。
人は、「見えるものではなく、見ようとしたも
のを見る」といった人間の能力を活用すると
いった意識の本質面で優れた方法である。

5．管理者の視点
多くの現場では、朝礼時、作業前、作業後等

に、管理者が注意事項や業務連絡を行っている
のを見かける。管理者の多くは、簡単なことを
難しく、たくさんのことを言いたがるものであ
る。しかし、聞いている人にとっては、情報は
多ければ多いほど忘れることを前提に考えなけ
ればならない。

（1）繰り返し教育と情報発信
ドイツの心理学者ルマン・エビングハウスは、

3 つの意味のないアルファベットの羅列の記憶
が、時間の経過とともにどのように変化してい
くかを導き出した。忘却曲線理論を図表 5 に
示す（本来、縦軸は再学習の容易性を示す節約
率であるが、記憶保持率と近似と想定）。

これによると、人の記憶は、20 分後に 42%、
1 時 間 後 に 56%、1 日 後 に 74%、1 週 間 後 に
77%、1 か月後には 79% を忘れるとしている。

また、同じ実験ではないが、カナダの大学の
研究では、仮に定期的に復習した場合は、1 日
後の復習による記憶回復時間を「1」とすれば、
1 週間後は「1/2」、1 か月後は「1/3」で記憶
回復サイクルが短くなり、最適なタイミングで
繰り返すことによって記憶は維持できるとして
いる点が興味深い。

また、東芝三重工場では、朝礼時に 3 項目
の情報を発信し、午後にいくつ覚えているかの
実験を行った。その結果、3 項目の情報を発信
した場合、3 項目を覚えている人はわずか 10%
であり、1 項目のみ覚えている人も 41% にと
どまった。しかし、1 項目のみの発信した場合
は、85% の人が記憶していた。

このように、人は忘れやすい動物で、忘れる
のは当たり前である。ものづくりの現場の場合
は、忘れることを前提とした指示・連絡方法に
する必要があり、重要なものや危険を伴うもの
などの指示・連絡は必ず文書で行うことが大切
である。
「トヨタ生産方式の父」と呼ばれている大野

さんは、同じことを何度も繰り返したという。
聞いている人は、「また同じ話か。次はあの話
が始まるぞ。」と思われながらも、とにかく繰
り返し、繰り返しして、本質を叩きこんでいた
と言われている。
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このように、現場では、その日の注意事項は
「最重要事項」にとどめ、本質を理解するまで、
同じ話を「繰り返し」するのが、「真のベテラン」
と言われる現場管理者である。

（2）ホーソン効果と現場パトロール
ホーソン効果とは、アメリカのホーソン工場

で行われた 4 つの実験で、物理的労働条件よ
りも「注目されているという意識」によって生
産性が向上することが提示された。その一つの
照明実験では、照明を明るくすれば、コイル巻
き作業の生産性は上がると推測して実験を行っ
たが、図表 6 に示すように、照明の明るさと
生産性に相関はなかった。

これは、実験班には、前もってハーバード大
学の研究への参画のために選ばれたと伝えてい
たため、社会的欲求や尊厳欲求（マズローの欲
求 5 段階説）が生産性に影響を及ぼしたと解
釈された。

また、人間の集中力は、普通の状態では60分、
訓練すると 120 分といわれている。労災事故
の発生は、作業開始から約 1 時間後の 9 時か
ら 11 時、休憩後の 14 時から 15 時の間が多く、
集中力の低下によると思われる。

これらの点から、モチベーションや集中力は、
作業者と管理者の人間関係によって改善される
ということである。管理者が行う現場パトロー
ルの目的は、標準作業や危険作業の監視がすべ

てではない。管理者の現場パトロールは、集中
力が低下するタイミングで実施し、作業者に向
けての「声掛け」等により、「注目される人間
関係の構築」に努めることが最大の目的である
ことを自覚しなければならない。

人は経済的動機付けだけで動くわけではな
く、マズローの欲求階層の低次から高次の欲求
への意識によって行動することを常に意識しな
ければならない。

6．新しい安全活動の視点
（1）危険感受性と危険敢行性教育

安全行動は、図表 7 に示すように、どの程
度危険に敏感かを示す「危険感受性」と、危険
を感じても敢えてその危険を受け入れる「危険
敢行性」の組合せから、次の 4 つのタイプに
分類することができる。4）

①本質安全型 : 危険感受性が高く、危険敢行
性が低い理想的なタイプ。

②初心者型 : 危険感受性、危険敢行性ともに
低いタイプであるが、危険を回避する傾向があ
り、結果的に安全。

③突進型 : 感受性が低いが、危険敢行性が高
いタイプ。少し自信ができ、やる気が強い中堅
者に多く危険。

④自信過剰型 : 危険感受性、危険敢行性とも
に高く、熟練者や責任者に多く重大な事故を招
くことがある。
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実際の現場では、「危険な作業を部下にやら
せたくない」、「能力をアピールする好機だ」等
の前向きなケースもあり、一概に評価はできな
いが、安全面のみで順位づけると、①、②、④、
③の順番になる。

多くの安全教育は、「危険感受性」などの教
育がメインであり、入社時や配転時など時のみ
に行なうことが多い。また、図表 7 に示すよ
うに、危険体験装置や VR（仮想現実）体感装
置が研修センターなどに設置されており、従来
の危険予知活動（KYT, リスクアセスメント等）
や、タイプ別の教育プログラムと合わせれば、
これまでよりも効果の上がる安全教育環境が
整ってきている。

しかし、このような「危険感受性の向上」の
教育はできても、「危険敢行性」に対して何ら
働きかけが行われないままでは、十分な教育効
果（災害の減少）にはつながらない。

（2）危険敢行性への対応
1982 年にカナダの交通心理学者ジェラルド

= ワイルドは、交通事故が無くならない理由と
して、安全性を高める手段・対策をとっても、
人は安全になった分だけ利益を期待してより大
胆な行動をとるため、危険が発生する確率は一
定の範囲内に保たれるとした「リスク・ホメオ
スタシス理論」（危険補償行動）を提唱した。

この視点から見ると、「危険敢行性」の行動の
原因は、その人にとって効率性や快適性を求め
る等の利益が得られるからと考えられる。言い
換えると、危険行動よりも安全行動から得られ
る利益があれば、危険行動は減少するともいえ
る。その為には、経営者や管理者は、現場作業
者に、危険行動をやめて安全行動をとれば、ど
んなにいいことがあるのかを示す必要がある。

10 年 ほ ど 前 に 提 案 さ れ た BBS（Behavior　
Based　Safety: 組織行動セーフティマネジメン
ト）とは、行動科学に基づく安全性に関わるす
べての行動を管理できる手法である。5）

この中で、最も大切なことは、注意したり、
叱ったり、罰を科したりといった「ルールで縛
る安全活動」とは違い、「褒める安全活動」と
いう点が注目される。

図表 8 は、「褒める安全行動」を示したもの
で、安全行動のレベルを①「やらされ感」、②「ペ
ナルティ」、③「安全行動の無視」、④「褒める
安全行動」のパターンで安全行動のレベルの継
続性を示している。

多くの現場では、安全スローガンや規則の徹
底などが行なわれているが、安全行動のレベル
は開始後の 3 ケ月後には低下し、鈍感になっ
てゆく。しかし、④のパターンのように、現場
パトロール時などに作業者に直接声を掛け、「安
全行動を取っている人を褒める」ことは、作業
者の安全活動に取り組む意識が生まれ、自発行
動化は安全行動レベルを維持するだけでなく、
本人にしか気づかない安全行動も積極的にとる
ようになる。その結果、安全行動が不安全行動
を上回ることによって、安全を達成することが
できる。

マズローの欲求 5 段階説では、安全欲求は、
生理的欲求に次ぐ基本的な欲求である。しかし、
安全行動の継続には、高次の社会的欲求（褒め
られる）や尊厳欲求（仕事への誇り）の視点か
ら取り組まなければ、安全活動は継続できない。
安全行動をとる行動が、ネガティブな結果の回
避でなく、安全行動が認められたり、褒められ
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たり、小さな褒美をもらえたり、お祝いされた
りというポジティブな利益を得られるというと
ころに持ってゆくことに大きな意味がある。

そういった意味では、BBS は、従業員の「意
識改革」ではなく、管理者と従業員の「行動改
革」であるといえる。

7．暗黙知と形式知の伝承
多くの現場では、安全行動について、安全基

準や安全行動基準の遵守が重視されるが、自動
化技術や工程の複雑さによって作業環境は大き
く変わっているにもかかわらず、基準は見直さ
れずに形骸化している場合が多い。図表 9 に、
暗黙知と形式知の伝承の要素とモデルを示す。

伝承者から継承者へのモデルは大きく分けて
①管理型、②知識型、③感覚型があり、通常の
作業では見える化し、マニュアルを学習する①
管理型が多く約 70% が該当する。しかし、企
業の差別化の為には、継承者が伝承された形式
知を個人の暗黙知にする②知識型が必要であ
る。安全についても、同様なことが当てはま
り、「学習する How」に加えて自ら「使いこな
す WHy」志向の習慣化が必要である。

8．まとめ
安全活動は、ゼロで当たり前の努力が評価さ

れにくい活動である。安全管理者にとっては、
100-1=0（100 件の改善を行っても , 一件に事

故が発生すれば、評価は 0）であり、現場作業
者にとっては、生産性向上によるコストの追求
と安全性追求のトレードオフ関係の難しい活動
である。

安全環境づくりは、単に危険となる源を取り
除き、安全の手順を構築することではなく、人
がどのように行動し、どのように考えるかと
いった、「人と人との信頼」の問題である。

安全に向けた取り組みは、多くの企業で行わ
れているが、小さな危険の芽は、従業員一人ひ
とりの些細な「行動」の中にあるにもかかわら
ず、その些細な行動に着目せずに、大きなスロー
ガンで問題を解決しようとしている企業が多い
のが問題である。

問題解決能力をしっかり身につけるためには
まず物事の原理原則を理解することによって、
現状把握の知識、危険への洞察力、適切な対策
を立案できる対応力を身につける知恵を習得す
ることが必要である。これらの能力を身につけ
る最も基本となるものが “ 考える ” ことであり、
それを養成する為には、Know-How ではなく、
Know-Why 教育である。

安全管理は、「安全の要、最後は人」といわ
れるように「ノンテクニカルスキル」（挨拶・
応援・声かけ等のコミュニケーション等による
ヒューマンエラーを防止して安全を確保するた
めのスキル）といえるかもしれない。

9．参考資料
1）茶園幸子 : 安全講座（神鋼環境講演）

2）青森独立病院 : 医療安全ニュース

3）宮武昌裕 : 人間工学（Vol.52、2016）

4）蓮花一己 : 交通危険学

5）石田淳 : 組織行動ｾｰﾌﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ BBS
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はじめに
1992 年、三大都市圏において生産緑地が一

斉に指定され、生産緑地の全国面積は急激に増
加しました。その年から 30 年が経過し、生産
緑地を指定解除して農地の市町村への買取り申
出や宅地への転売等が一気に発生するいわゆる

「2022 年問題」が懸念されています。一方で、
近年、「安全な農産物の提供」等の都市農地の
重要性が再評価されてきました。和歌山県にお
いても、都市部（和歌山市）の市街化区域内農
地が減少する中で、2006 年の生産緑地制度導
入以降、指定面積は年々増加し、市街化区域内
農地の保全が図られています。全国、近畿圏、
和歌山県の都市部における生産緑地制度の動向
を紹介します。

生産緑地指定農地

都市にある「やすらぎ空間」

1. 都市農業の現状
（1）宅地化から保全へ

2015 年、都市農業の有する機能を発揮し良
好な都市環境を形成することを目的に都市農業

研究成果報告
3

都市農地制度改正と
農地保全

藤代　正樹
（一財）和歌山社会経済研究所　主任研究員

地方都市における〜 
生産緑地制度の活用 

〜



21 世紀 WAKAYAMA 3321 世紀 WAKAYAMA

振興基本法が制定された。従来の都市農業の位
置づけは、「市街化区域内の農地は宅地化すべ
きもの」、「主要な農業振興施策の対象外」とさ
れてきた。しかし、人口減少に伴い宅地・住宅
需要が減少するとともに、都市農業の有する多

面的機能が見直されてきた。そのため、都市農
地は「宅地化すべきもの」から「保全されるべ
きもの」へと状況が変化し、都市農業振興の政
策が転換された。

（2）都市農地の 2022 年問題（都市生活面）
• 1991 年、生産緑地法改正、税制改正され、

三大都市圏では、生産緑地の指定（30 年間
の営農条件）により、固定資産税の軽減、
相続税の納税猶予の税制優遇が受けられる。

• 1992 年、三大都市圏で生産緑地が一斉に
指定される。（1991 年、650ha　→ 1992 年、
約 1 万 5 千 ha）

• 市街化区域内農地の約 5 割を生産緑地が占
め、そのうち 8 割（約 1 万 ha）が 1992 年
に指定。

• 三大都市圏の年間宅地供給量は約 3 千 ha。
1992 年に指定された約 1 万 ha の生産緑地
農地が宅地として供給されると、不動産価
格の大幅下落（資産価値の減少）が懸念さ
れる。

〇都市農業の多様な役割・機能

〇三大都市圏特定市における生産緑地等の面積推移

出典 : 総務省「固定資産の価格
等の概要調査」、国土交通省「都
市計画年報」

出典 : 農林水産省
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（3）都市農業の産業としての再評価（農業振
興面）

都市農業の農家戸数、販売金額は全国の 1
割弱を占めており、都市における重要な産業と
して位置づけされる。

〇主要都市における農産物の部門別農業産出額
の割合

農家戸数 農地面積 販売金額（推計）
全国 215.5 万戸 444.4 万 ha 5 兆 8,366 億円

市街化区域
（対全国比）

22.8 万戸
（10.6％）

6.9 万 ha
（1.6％）

4,466 億円
（7.7％）うち生産緑地

1.3 万 ha
（0.3％）

出典 : 農林業センサス、総務省「固定資産の価格等の
概要調書」、販売推計は農林水産省

2. 生産緑地法と特定生産緑地法
「都市農業の振興」と併せて「生産緑地指定

解除の抑制」を図っていくために生産緑地法が
改正され特定生産緑地制度が創設された。

（1）生産緑地法の概要
【生産緑地地区の指定要件】
① 30 年間、農地としての管理を義務付け。　
② 500㎡以上の規模の区域（市区町村の条例
で 300㎡まで引下げ可）。

【土地の買取り申出、解除】
①主たる従事者が死亡等の理由により従事でき
なくなった場合、又は指定から 30 年経過後、
市町村に買取り申出可能。②買取り申出後に所
有権移転が行われなかった場合、行為制限が解
除（生産緑地指定の解除）

【固定資産税優遇】
農地の固定資産税は、市街化区域外にある一

般農地と、市街化区域内にある市街化区域農地
で、評価方法も課税方法も異なる。ただし、生
産緑地だけは市街化区域内でも一般農地と同じ
扱い。生産緑地の指定を受けていない市街化区
域内農地の固定資産税は 10a 当たり数万円と
負担が大きい。一方、生産緑地は軽減措置によ
り 10a 当たり数千円となる。

（2）特定生産緑地法の概要（2018 年 4 月施行）
• 30 年の営農継続後、買取り申出が可能とな

る期日を 10 年ごとに延長できる。
• 固定資産税の軽減、相続税の納税猶予等の

税制特例措置が継続できる。
【特定生産緑地指定のメリット】

• 固定資産税の農地評価継続
• 10 年ごとに継続選択可能

• 都市農地の貸借の円滑化法を活用できる
2018 年度税制改正において、「都市農地の

貸借の円滑化に関する法律」に基づき、生産緑
地を貸借した場合には、相続税の納税猶予措置
が継続されることとなった。

【特定生産緑地指定のデメリット】
• 原則、買取り申出が 10 年間不可
• 10 年間、引き続き営農する必要

出典 : 農林水産省
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（3）生産緑地（特定生産緑地）指定に係る課題
①地方圏では指定が少ない

ほとんどの地方都市では指定が進んでいな
い。市街化区域に農地がある三大都市圏の特定
市・特別区は 223。うち、生産緑地を導入し
ていないのは三重県いなべ市の 1 市のみ。一方、
三大都市圏の特定市・特別区以外で、市街化区
域に農地があるのは 401 市町村、そのうち生
産緑地を導入しているのは、和歌山市や福岡市
など 10 市町村のみ（2017 年 12 月、国土交
通省調べ）。市街化区域内農地のうち生産緑地
の割合は、三大都市圏特定市では 53.0% に対
して、地方圏では 0.2%（※）とほとんど導入が
進んでいない。

〇市街化区域内農地の区分別面積（2017 年）
（単位：ha）

三大都市圏
特定市

左以外の
都市 計

生産緑地以外
11,420 44,735 56,155 
16.5% 64.7% 81.2%

生産緑地
12,865     ※ 108    12,972 
18.6% 0.2% 18.8%

計
24,284 44,843 69,128 
35.1% 64.9% 100.0%

出典 : 総務省「固定資産の価格等の概要調査」、
国土交通省「都市計画年報」

②市町村の条例変更が必要
特定生産緑地の下限面積も市町村で条例を変

更しなければ効力がない。地方圏では三大都市
圏に比べ市街化区域以外に農地が豊富にあるた
め、生産緑地を導入して積極的に市街化区域の
農地を保全しようという気運が低い状況。また、
地方圏では、農地所有者が 20 年間営農すれば、
生産緑地の指定を受けなくても、相続税の納税
猶予が適用されることもあり生産緑地を指定す
る動きは鈍い。
③制度の周知が不可欠

農地の固定資産税は一般市街化区域内の負担
調整が進み、多くの都市で宅地並みの課税水準
に近づいている。特に、相続税猶予農地では営

農継続が 20 年間あり、その間は毎年宅地並み
課税を支払うこととなる。相続税の猶予の選択、
貸借制度等とともに制度の利用拡大に当たって
農家への周知が欠かせない。

（4）地方都市圏における生産緑地制度導入の必要性
①市街化区域内の農地保全（行政からの視点）
• 政策的な措置をせずに（無秩序に）宅地化

が進めば、立地適正化計画（コンパクトシ
ティ）の実現効果が薄れ、行政コストが増加。

• 人口減少が進む中で、需要以上の宅地供給
が起こり、地価下落、固定資産税等の税収
が減少する。

②安定した農業経営（農家からの視点）
• 市街化区域内農地の固定資産税は、負担調

整措置により年々上昇。高い固定資産税負
担は農家の農業経営継続を困難にする。

• 一般農地では「貸借の法定更新」（借主有利）
により、農地を貸し出すことを懸念する。

生産産緑地制度の活用
・都市農業の安定と営農継続の可能性
・持続可能な地方都市経営の実現の可能性

3. 近畿圏・和歌山県における都市農地の現
況と推移

（1）生産緑地のある市町村
近畿圏で生産緑地指定があるのは三大都市圏

（近畿圏）特定市を除くと和歌山市のみである。
滋賀県、和歌山県には特定市がない。生産緑地
指定は法律上、三大都市圏特定市に限定される
ものではなく、地方圏でも市街化区域に指定が
可能である。和歌山市は全国的にも数少ない地
方圏の生産緑地指定のある都市となっている

（地方圏の生産緑地指定全面積の 7 割）。
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〇生産緑地地区のある市町村
区
分 府県名 市町村名 数

－ 滋賀県 なし 0 

三
大
都
市
圏
（
近
畿
圏
）
特
定
市

京都府
京都市、向日市、長岡京市、大山崎町、
宇治市、城陽市、亀岡市、 
南丹市、八幡市、京田辺市、木津川市

11 

大阪府

大阪市、堺市、岸和田市、泉大津市、
貝塚市、泉佐野市、富田林市、 
河内長野市、松原市、和泉市、羽曳野
市、高石市、藤井寺市、泉南市、 
大阪狭山市、阪南市、千早赤阪村、
豊中市、池田市、吹田市、高槻市、 
茨木市、箕面市、摂津市、守口市、
枚方市、八尾市、寝屋川市、 
大東市、柏原市、門真市、東大阪市、
四條畷市、交野市

34 

兵庫県 神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、
伊丹市、宝塚市、川西市、三田市 8 

奈良県

奈良市、大和高田市、大和郡山市、
天理市、橿原市、桜井市、五條市、 
御所市、生駒市、香芝市、葛城市、
宇陀市

12 

－ 和歌山県 和歌山市 1 
出典 : 国土交通省「2017 年度　都市計画現況調査」

（2）府県別の農地利用状況
市 街 化 区 域 農 地 面 積 で は、 和 歌 山 県 は

565ha と市街化区域の 7.6% を占めており近畿
では最も高くなっている。大阪府、京都府では
3% 以下の割合となっている。

○市街化区域内の農地利用状況
（単位：ha）

府県名 市街化
区域

市街化
区域 
農地

市街化
区域農地 
/ 市街化

区域

生産緑地
生産緑地 
/ 市街化

区域

滋賀県 22,088 1,389 6.3% 0 0.0%
京都府 30,834 808 2.6% 800.4 2.6%
大阪府 95,614 1,303 1.4% 1,993.4 2.1%
兵庫県 71,133 2,642 3.7% 513.0 0.7%
奈良県 21,257 1,259 5.9% 592.0 2.8%

和歌山県 7,415 565 7.6% 76.2 1.0%
出典 : 市街化区域、生産緑地は、国土交通省「2017
年度　都市計画現況調査」、市街化区域農地は、総
務省「2017 年度　固定資産の価格等の概要調書」

（参考）和歌山市総面積 20,884ha、市街化区域面
積 7,415ha（総面積に占める割合 35.5%）。

1 地区当たりの生産緑地面積は和歌山県が
2,886㎡と最も大きい。これは、指定された 1
地区当たりの農地面積が大きいことにも理由が
あろうが、和歌山市の場合、生産緑地地区の面
積要件が一団で 1,000㎡以上とされていたこと
も理由として考えられる（生産緑地法の規模要
件の下限は改正前までは 500㎡）。面積要件を
満たさない小規模な農地は耕作している場合で
も生産緑地指定はできない。

○ 1 地区当たりの生産緑地面積
面積 
（a）

地区数 
（b）

1 地区当たり
の 

生産緑地面積 
（a/b）

ha 地区 ㎡
滋賀県 0 0 -
京都府 800.4 3,004 2,664 
大阪府 1,993.4 9,404 2,120 
兵庫県 513.0 2,662 1,927 
奈良県 592.0 3,120 1,897 

和歌山県 76.2 264 2,886 
出典 : 国土交通省「2017 年度　都市計画現況調査」、
総務省「2017 年度　固定資産の価格等の概要調書」

（3）府県別の市街化区域内農地の推移
2008 年からの推移をみると、和歌山県の生

産緑地が増加している以外は、各府県とも市街
化区域農地、生産緑地ともに減少傾向が続い
ている。市街化区域内農地（市街化区域農地 +
生産緑地）は、滋賀県（生産緑地指定がない）
が -31.7% と最も高く、次いで兵庫県、京都府
の順となっている。和歌山県は生産緑地が増
加しているものの市街化区域内農地は全体で
-19.0% と減少している。
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○府県別の市街化区域内農地面積の推移
（単位：ha）

府県名 農地区分 2008 2012 2017 08-17 
比較

滋賀県

市街化
区域農地 2,034 1,756 1,389 -31.7%

生産緑地 0 0 0 -
計 2,034 1,756 1,389 -31.7%

京都府

市街化
区域農地 1,104 977 808 -26.8%

生産緑地 938 884 800 -14.7%
計 2,042 1,861 1,609 -21.2%

大阪府

市街化
区域農地 1,647 1,465 1,303 -20.9%

生産緑地 2,264 2,164 1,993 -11.9%
計 3,911 3,630 3,297 -15.7%

兵庫県

市街化
区域農地 3,498 3,142 2,642 -24.5%

生産緑地 571 545 513 -10.2%
計 4,070 3,688 3,155 -22.5%

奈良県

市街化
区域農地 1,504 1,464 1,259 -16.3%

生産緑地 638 625 592 -7.2%
計 2,142 2,090 1,851 -13.6%

和歌山県

市街化
区域農地 759 669 565 -25.5%

生産緑地 34 65 76 126.1%
計 792 734 641 -19.0%

※市街化区域農地は生産緑地を含まない。
出典 : 国土交通省「都市計画現況調査」、総務省「固
定資産の価格等の概要調書」

（4）府県別の市街化区域内農地の特徴
次に、府県別に市街化区域内農地の特徴を示

したい。以下①〜⑥のグラフは国土交通省「都
市計画現況調査」、総務省「固定資産の価格等
の概要調書」より作成。

①滋賀県
滋賀県では、都市化が進み、市街化区域内農

地は減少傾向が続いている。生産緑地制度が導
入されていないため、市街化区域内農地の固定
資産税は一般農地と比較して高くなっている。
都市化の進展に加えて生産緑地制度がないこと
で農地転用が進み、近畿で最も市街化区域内農
地が減少している。

②京都府
京都府の生産緑地面積は、約 800ha で全国

7 位。生産緑地は市街化区域内農地の 1/2 を占
める。市町村別では、京都市が約 600ha でダ
ントツの全国 1 位。京都府全体の生産緑地の
うち、9 割近くが 1992 年に指定を受け 2022
年に買取り申出が可能な指定 30 年を迎える。
生産緑地の買取り申出について、市町が買い取
る割合は今までは 1% 未満となっている。固定
資産税は、市街化区域農地 10a 当たり約 10 万
円に対して生産緑地では 10a 当たり約 1 千円
と優遇されている。
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③大阪府
大阪府では、生産緑地が市街化区域農地面積

を大きく上回って推移しているが、どちらも減
少傾向が続いている。大阪市内の生産緑地割合
は 6 割と高く、生産緑地制度の活用により農
地の保全が図られている。

④兵庫県
生産緑地を除く市街化区域農地は減少幅が大

きい。一方、生産緑地は減少しているものの減
少幅は緩やかである。

兵庫県の都市農地の大きな特徴は生産緑地指
定の地域区分である。指定は特定市に限定され
ており、それ以外の市では市街化区域があるも
のの生産緑地制度は導入されていない。そのた
め、特定市以外の市街化区域内農地の固定資産
税は年々上昇しており、農地を手放す要因となっ
ている。（兵庫県都市農業振興基本計画より）

兵庫県の市街化区域内農地における生産緑地
の割合が 16.3% と低いのは特定市以外（明石
市、加古川市、姫路市等）の指定がないことが
理由である。

区分
　　市街化区域（ha）

市街化区域内農地
生産緑地

三
大
都
市
圏
特
定
市

神戸市 20,378 223 107 
尼崎市 4,670 93 78 
西宮市 5,225 118 76 
芦屋市 969 3 2 
伊丹市 2,397 127 100 
宝塚市 2,606 107 77 
川西市 2,303 99 79 
三田市 1,841 16 7 
小計 40,389 785 526 

以
外

明石市 3,889 246 
加古川市 4,016 298 
姫路市 11,058 1,142 
その他 11,787 892 
合計 71,139 3,363 526 

出典 : 兵庫県都市農業振興基本計画（2015 年 1 月）

⑤奈良県
市街化区域農地の減少率は、08-17 年対比

-16.3％と他府県に比べて最も小さい。また、
生産緑地の減少率も同対比 -7.2％と和歌山県を
除くと最も小さく、市街化区域内農地の減少幅
は緩やかになっている。

⑤奈良県
市街化区域農地の減少率は、08-17 年対比

-16.3% と他府県に比べて最も小さい。また、
生産緑地の減少率も同対比 -7.2% と和歌山県を
除くと最も小さく、市街化区域内農地の減少幅
はゆるやかになっている。

⑥和歌山県
和歌山県で市街化区域のある市町村は和歌山

市のみである。そのため市街化区域面積と市街
化区域内農地面積は他府県に比べると小さい。
和歌山県の生産緑地は 2006 年の指定開始以
降、年々増加傾向にあり、2008 年と 2016 年
を比較すると面積は 34ha → 76ha（+126.1%）
と近畿圏で唯一増加しており、地方都市の中で
は全国一の生産緑地面積となっている。全国地
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5. まとめ
地方都市では生産緑地の指定が進んでいな

い。そのような中で、和歌山市は 2006 年の生
産緑地導入以降、三大都市圏以外の地方都市の

中で全国トップの生産緑地が指定されている。
この制度導入は、農家や関係団体の要望に和歌
山市が真摯に取り組んだ結果であり、都市農地
を保全し、土地利用の適正化を進めることで持

方都市の生産緑地面積計 108ha のうち、和歌
山市が 76.2ha（70.6%）、次いで茨城県五霞町
が 7.7ha、同常陸太田市が 7.5ha となっている。

4. 生産緑地農家ヒアリング結果（概要）
対象 : 生産緑地指定を受けた農家
　　　（和歌山市内で営農）

①指定された動機
• 代々の農業を継続したいという意識。
• 税金が優遇されること。
• 生産緑地の指定を受けていた信頼できる人

の勧めがあったこと。
②（他の）農家が生産緑地に指定しない理由

• 農業を続けていけるか分からない。
• 後継者がいない。農業には技術が必要だが

技術は簡単に備わりにくい。
③生産緑地のメリット
• 固定資産税が安くなり、営農を継続して優

良農地が守れる。
④生産緑地のデメリット
• 30 年間、営農を続けなければならない。
• 必要な時に自由に農地売却はできない。
⑤開発と農業
• 周りで農地転用して都市化（工場や住宅開

発等）が進めば農業を続けるのは難しい。
• 籾殻、枯葉等を燃やせないから有料ゴミで

出さなければならない。
• 家が建つと人と車が増え、畑への進入路に

車の交通量が増えて危ない。
⑥行政への要望について。
• 和歌山県は圃場整備が遅れているから大規

模な企業的農業はできない。（下表参照）
• 農業関係の法律がいくら変わっても、収入

が安定しなかったら農業の継続は困難。

○都道府県別の田畑整備状況（2017 年 3 月）

※区画整備済とは、区画の形状が原則として方形に整形されている状態をいう。
出典 : 農林水産省

（面積単位：ha）

田 畑

総面積 
①

うち 30a 程度以上
区画整備済面積

うち 50a 程度以上
区画整備済面積 総面積 

④
うち区画整備済面積

② 割合② / ① ③ 割合③ / ① ⑤ 割合⑤ / ④
滋賀県 48,100 41,040 85.3% 2,449 5.1% 4,010 1,868 46.6%
京都府 23,900 10,261 42.9% 1,205 5.0% 6,710 1,441 21.5%
大阪府 9,140 1,318 14.4% 242 2.6% 3,790 319 8.4%
兵庫県 67,800 44,363 65.4% 3,711 5.5% 6,400 1,919 30.0%
奈良県 14,800 2,548 17.2% 161 1.1% 6,090 1,996 32.8%

和歌山県 9,610 392 4.1% 33 0.3% 23,200 1,542 6.6%
全国 2,418,000 1,577,799 65.3% 245,837 10.2% 2,026,000 1,280,135 63.2%
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続可能な都市経営を実現することにつながるこ
とが期待できる。

しかし、和歌山市の生産緑地指定面積は年々
増加しているものの、市街化区域農地 565ha、
生産緑地 76ha（2017 年）と生産緑地割合は
11.9% に過ぎず、残りの 565ha、88.1% が生
産緑地ではない通常の市街化区域農地である。
地方都市の中で和歌山市は先進的な生産緑地の
都市であると言われているものの、この数字を
見る限り全国地方都市ではいかに生産緑地制度
が導入されていないかがわかる。

大都市圏では生産緑地指定から 30 年経過し
た 2022 年に指定が解除され宅地等に変更さ
れる農地が多く出てくる可能性は少なくない。
和歌山市の指定開始は 2006 年で指定解除が
始まるのは 2036 年からであり、「都市農地の
2022 年問題」は直接関係ない。また、指定件数・
面積は 2006 年以降年々増加しているため一斉
に宅地化される心配もない。

最後に、和歌山県における生産緑地を活用し
た農地保全についてまとめたい。
①生産緑地制度や農地集積等の法制度だけで都
市農地を保全していくのは困難である。農地を
保全すること、つまり農業を続けていくために
は「後継者を確保し育てること」が不可欠であ
る。後継者づくりのためには和歌山市域以外の
市町村・関係団体との連携が重要である。特に
県内外からの農業人材の呼び込み・育成には和
歌山県の積極的な支援が求められる。
②ただし、生産緑地制度は都市における農地保
全の有効な施策である。厳しい農業経営の中で、
固定資産税・相続税の負担軽減は農家にとって
大きなメリットとなる。いったん農地を宅地化
すると農地に戻すことは不可能だ。人口減少は
和歌山市でも進んでおり、これからは農地転用
から宅地化には限界が見える。計画的な都市開
発を進め行政コスト負担の軽減を目指すコンパ
クトシティを実現するためにも市街化区域農地

の重要性が見直されるべきである。
③農業収入の増加を図ること。農業を継続して
いくには農業収入の安定が何より大事なこと
だ。そのためには、しょうが等の地域優良品種
の栽培・販売のモデル作りによる売上増加、意
欲ある生産者への農地貸与等の取り組みが必要
である。収入の安定は後継者・担い手の確保に
もつながる。
④都市農地は都市住民にとって大切な都市空間
である。自然災害時にも避難場所の提供や雨水
の貯水機能など重要な役割を担っている。周辺
が住宅開発された農地では農業継続が難しく
なってきている。行政に対しては、市街化区域
における農地と周辺住民が共生できるまちづく
りの枠組み展開が期待される。

追記：2020 年 1 月 15 日、広島市は生産
者の意向を踏まえ、早ければ 2020 年内に
生産緑地制度導入する考えを示した。広島
市の市街化区域約 1 万 6,100ha うち農地約
700ha。中国地域での導入は初めてとなる。

（2020.1.18 日本農業新聞）
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１．2019 年の大型連休（ゴールデンウィーク）
　4～ 5 月にかけての大型連休（ゴールデン

ウィーク、以下「GW」と表記）は、例年であれば、

平日を間に挟み、最長でも 5連休程度であっ

たが、2019 年に関しては、新天皇即位に伴い、

5月 1日を「即位の日」としたため、10 連休

となった。

○さまざまな影響が予想された 10連休
　GWを前に、観光地を中心に特需を期待する

声が聞かれる一方で、子育て世帯からは、連休

期間中の子どもの預け先が心配との声も聞かれ

た。また、「連休前後に仕事（受注）が集中す

るのではないか」、「人手が確保しづらくなる」

といった悪影響を懸念する企業も多かった。

　さまざまな影響が予想された 2019 年の GW

について、実際に、日本国内、県内ではどのよ

うな状況だったのかを、本レポートにおいて確

認する。

２．GWが日本経済に与えた影響

○多くの観光地で観光客が大きく増加
　GWを背景に、国内旅行・海外旅行に出かけ

る人数が大きく増加した。NEXCO3 社と本州

四国連絡高速道路が発表した GW期間におけ

る高速道路の交通状況によると、主な区間の

日平均交通量は前年比 16.8％増となり、10km

以上の渋滞発生数は前年比 68.6％増となった。

全日空と日本航空が発表した GW期間の国内

線の利用実績についても、2社合計の旅客数は

14.4％増となり、大きく増加している。さら

に、JR 各社による GW期間の利用状況を見る

と、東海道新幹線の利用者数が前年比 18％増、

図表 1　 4 ～ 5 月の大型連休（2019 年 /2018 年の比較）

　大型連休が県内事業者
　にもたらした影響
　～ 観光客増などの好影響も
　あったが、多くの事業者に
　とっては悪影響が上回った ～

　  （一財）和歌山社会経済研究所　研究員 

　　　　　　　 藤本　迪也

経 済 指 標



21 世紀 WAKAYAMA 4121 世紀 WAKAYAMA

１．キャッシュレス決済について
○キャッシュレス決済とは

2019 年 10 月に消費税率が 8％から 10％に
引き上げられた。政府は、消費税率引き上げ後
の景気の冷え込みを抑えるため、「キャッシュ
レス・ポイント還元事業」を開始した。「キャッ
シュレス（決済）」とは、クレジットカードや
交通系 IC カード（Suica や ICOCA 等）、決済機
能のついたスマートフォンを活用することで

（現金を使用せずに）、商品やサービスを購入す
ることである。

消費者が利用する主なキャッシュレス決済

○キャッシュレス決済を利用する人、利用でき
る店舗数は増加
「キャッシュレス・ポイント還元事業」では、

対象の店舗において、消費者がキャッシュレス
で支払いを行った場合、支払い金額の 5％（ま
たは 2％）相当のポイントが還元される。店舗
側は、事前にキャッシュレス決済に対応するた
めの機器の導入を行い、ポイント還元事業に申
請・登録を行なわなければならないが、政府は
機器導入費用に対して店舗側の負担をゼロにす
るよう、支援を行っている。

この結果、10 月のポイント還元開始以降、
キャッシュレス決済を利用する消費者 1 および
対象店舗数は大きく増加している 2。本レポー

経 済 指 標

和歌山県内におけるキャッシュ
レス決済の導入・活用状況

藤本　迪也
（一財）和歌山社会経済研究所　研究員

小売業の 8 割強が〜 
キャッシュレス決済を導入 

〜

1　調査会社 MMD 研究所は、2019 年 12 月にインター
ネット調査において、日本在住の 20 歳〜 69 歳の男
女約 5 万人に質問を行った結果、約 4 割が「10 月以降、
キャッシュレス決済の支払いが増えた」と回答した
と発表している。
2　経済産業省は、2 月 1 日時点におけるキャッシュ
レス・ポイント還元事業の登録店舗数が約 99 万店と
なったと発表した。店舗数は、10 月 1 日時点の 49.6
万店からほぼ倍増している。
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経 済 指 標
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トでは、このような状況を踏まえ、和歌山県内
におけるキャッシュレス決済の導入状況や活用
の程度について、2019 年 12 月に実施した県内
事業者のアンケート結果をもとに、整理を行う。

２．和歌山県におけるキャッシュレス決済の
導入状況

2019 年 12 月に県内 2,000 社を対象にアン
ケート調査を実施し、キャッシュレス決済の導
入事業等について質問を行った（有効回答数

701 社）。
○個人客を相手とする事業者のうち 44.9％が
キャッシュレス決済を導入

個人客を相手とする事業者のうち、29.1％
が「以前から（キャッシュレス決済を）導入し
ている」、15.8％が「ここ半年（2019 年 6 月
〜 12 月）の間に導入」と回答しており、合わ
せると 44.9％となった。産業別では、小売業
で 85.6％と最も多く、サービス業は 36.9％と
なっている。

○衣料品小売業と生活関連サービス業
での導入率は 100％

業種別の導入状況を見ると、衣料品
小売業、生活関連サービス業（葬祭業、
クリーニング、理美容等）では全ての
事業者がキャッシュレス決済を導入し
ている。生活関連サービス業について
は、ここ半年の間に導入を進めた事業
者が多かった。飲食料品小売業、飲食
業、旅館ホテル業はともに 6 割程度
の導入率となっており、医療・福祉、
教養・娯楽サービス業（ゴルフ場、ゴ
ルフ練習場、テニススクール、パチン
コ等）における導入率は 3 割弱にと
どまった。

図表 1 キャッシュレス決済の導入状況（個人客相手の取引実績がある事業者だけに質問）

図表 2 キャッシュレス決済の導入状況（業種別）

（資料） 和歌山社会経済研究所「景気動向調査」
（2019 年 12 月実施）

 （資料） 和歌山社会経済研究所「景気動向調査」（2019 年 12 月実施）



21 世紀 WAKAYAMA 4321 世紀 WAKAYAMA

○導入しているキャッシュレス決済手段では
「クレジットカード」が 85.0％で最多

MMD 研究所が全国の男女約 5 万人を対象に
2019 年 12 月に実施した調査によると、直近
1 か月で最も利用率が高いキャッシュレス決済
は「クレジットカード」（50.2％）で、2 位の

「カード型電子マネー」（19.2％）、3 位の「QR

コード決済」（18.2％）を大きく上回っている。
「クレジットカード」の利用者が多い状況の中
で、県内事業者が導入しているキャッシュレス
決済手段についても、「クレジットカード」が
85.0％で最多だった。2 番目に多かった手段は

「QR コード」（61.3％）となっている。

○キャッシュレス決済割合（件数ベース）は
”1 割未満”が約半数

導入している事業者のうち、キャッシュレス
決済割合（件数ベース）が「5 割以上」とした
事業者は 10.0％、「1 割未満」が 36.3％、「ほ

ぼなし」が 10.0％となっている。業種別では、
旅館・ホテル業、飲食業、生活関連サービス業

（葬祭業等）、衣料品小売業などで決済割合の高
い事業者が多く見られたが、その他の業種では
総じて決済割合の低い事業者が目立った。

図表 4 キャッシュレス決済割合（件数ベース）（導入事業者のみに質問）

（資料） 和歌山社会経済研究所「景気動向調査」（2019 年 12 月実施）

図表 3 県内事業者が導入しているキャッシュレス決済手段（導入事業者のみに質問）

（資料） 和歌山社会経済研究所「景気動向調査」（2019 年 12 月実施）
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３．まとめ
和歌山県内におけるキャッシュレス決済の導

入 / 活用状況を整理すると、以下のようになる。

① 個 人 客 を 相 手 と す る 事 業 者 の う ち
44.9％がキャッシュレス決済を導入
　（小売業については、85.6％の事業者が
導入しているが、サービス業は 36.9％）

② 導入しているキャッシュレス決済手段で
は、「クレジットカード」が 85.0％で最多

（2 番目に多いのは「QR コード」（61.3％）で、
「電子マネー」は 31.3％）

③ キャッシュレス決済割合（件数ベース）
は ”1 割未満 ” など低い事業者が多い

○日本政府はキャッシュレス決済比率を 2025
年までに 40％まで引き上げることを計画

キャッシュレス・ポイント還元事業について
は、現時点では 2020 年 6 月をもって終了する
予定となっているが、QR コード決済事業者を
中心に、独自のポイントキャンペーンが展開さ
れるなど、利用者の拡大を図る動きも見られる。
また、経済産業省は 2018 年 4 月に「キャッシュ
レス・ビジョン」を発表し、2025 年までに日
本のキャッシュレス決済比率を 40％まで引き
上げるとしており、キャッシュレス決済を利用
する消費者はさらに増加すると考えられる 3。
今後は、キャッシュレス決済を導入しているこ
とが、事業者にとっては当然の競争条件になる
可能性が高い。

○導入済みの事業者は、決済比率を高め、より
多くのメリットを得ることが望ましい

このような状況の中で、上述の通り、県内事
業者のキャッシュレス決済導入比率は 50％を
下回っている。特に、消費者にとって身近な
業種である飲食料品小売業や飲食業において、

キャッシュレス決済導入比率が 6 割前後にと
どまっている点は課題といえる。加えて、導入
している事業者におけるキャッシュレス決済割
合（件数ベース）についても、「1 割未満」、「ほ
ぼなし」とする回答が半数近くを占めており、
導入はしたものの、利用者がなかなか増えてい
ない状況がうかがえる。

決済手数料の負担、決済業務を担当する従業
員の教育が必要になるなど、キャッシュレス決
済導入にはデメリットを伴うが、新たな顧客層
の掘り起こし、決済業務にかける時間、現金（釣
銭）管理に費やす時間が短縮されるといったメ
リットがある。

既に導入している事業者については、導入済
みであることを周知し、その利便性を来店客に
伝え（または利用特典を提供し）、決済比率を
高めることで、自社の決済業務の効率化を図る
など、導入メリットをより多く得ていくことが
重要と考える。

3　経済産業省は「キャッシュレス・ビジョン」の中
で、キャッシュレスに取組むメリットとして、実店
舗等の無人化省力化、不透明な現金資産の見える化、
流動性向上と、不透明な現金流通の抑止による税収
向上、消費者の利便性向上などを挙げている。

46　　21 世紀WAKAYAMA

グラフで見る和歌山県経済指標

生産活動に弱さが見られるが
和歌山県経済は総じて持ち直している
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個人消費

百貨店・スーパー販売額（全店、12月）は、
前年比2.0%減となり、3か月連続で前年を下回っ
た。減少要因としては、高額品を中心に消費増
税前の駆け込み需要からの反動減が見られるこ
とに加えて、暖冬に伴い冬物衣料品の販売が不
調になっている点が考えられる。11 月までの値
ながら、バッグ等の身の回り品、宝石・時計等
の高額品の販売額が大きく減少している。その
一方で、軽減税率が適用される飲食料品につい
ては、約 1 年ぶりに販売額が前年を上回った。
※その他の業態については、家電大型専門店、ホー

ムセンターで販売額（12 月）が前年を下回る一方で、

ドラッグストアとコンビニエンスストアの販売額は

前年を超える状況が続いている。

新車販売台数（軽自動車［乗用］含む、
12月）は、前年比 18.2% 減となり、3 か月連
続で前年を下回った。登録車は前年比 15.3%
減、軽乗用車は 22.6% 減となっている。いず
れの販売台数も 3 か月連続で前年を下回った。
10 月の消費増税以降、自動車税の引き下げな
どが実施されたものの、増税前の駆け込み需要
の反動減は続いているものと考えられる。

なお、2019 年通期での販売台数については、
登録車が前年比 0.2% 減、軽乗用車は 1.0% 減
となった。

新設住宅着工戸数（12月）は、前年比 1.1%
増となり、3 か月連続で前年を上回った。「持家」
が 4 か月ぶりに前年を上回った。10 月の消費
増税以降も、着工戸数は前年を上回る水準で推
移しており、2019 年通期での着工戸数は 5 年
ぶりに 5,000 戸台（前年比 5.1% 増）を回復し
た。県内の新設住宅着工戸数については、消費
増税後に減少することが懸念されたが、現時点
では、住宅ローン減税の控除期間延長などもあ
り、増勢基調を維持している。
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家計消費支出（除く住居等、11月）は、
3 か月連続で前年を上回った。一般外食を含む
食料支出が 5 か月連続で、被服及び履物支出
が 4 か月連続で前年を上回っている。さらに、
パック旅行費等を含む教養娯楽費についても、
3 か月連続で前年を上回るなど、総じて支出額
が増加している。
※和歌山市の調査対象先は 90 世帯程度と少ない上

に、調査対象が半年（単身世帯は 3 か月）で変更さ

れている点には留意。

　　　　　　　　
　　 

企業活動

鉱工業生産指数（11 月）は、前月比 4.8
ポイントの下降となった。石油・石炭製品工業、
汎用機械工業、化学工業での生産指数の下降が
影響した。その一方で鉄鋼業、金属製品工業で
生産指数は比較的高い水準を維持しており、生
産用機械工業、電子部品・デバイスについては、
低水準ながら上昇傾向が見られる。

今後の先行きに関しては、米中貿易協議が一
部合意に達する一方で、中国で発生した新型肺
炎の感染拡大が世界経済に与える悪影響が懸念
される状況にあり、国内、県内の生産活動にも
悪影響が及ぶものと考えられる。

公共工事請負金額（12 月）は、前年比
25.8% 増となり、4 か月連続で前年を上回った。
4~12 月累計の請負金額は前年同期比 17.3% 増
となっている。地区別では、和歌山市を中心と
する和歌山地区、御坊地区、田辺地区、串本地
区、新宮地区で請負金額が増加している。また、
工事種類別では、建築工事や管工事、測量・調
査・設計業務が大きく増加している。
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TDB	景気 DI（12 月）は、㈱帝国データ
バンクが月次で実施している景気動向調査から
算出された景況感を表す値である。この値が
50 を超えると、現在の景気を「良い」とする
事業者数が「悪い」とする事業者数を上回る。

世界経済の減速に伴う輸出と生産活動の弱
さ、消費増税、暖冬を背景に、全国の景気 DI
は緩やかに低下している。和歌山県の景気 DI
についても、3 か月連続での低下となった。こ
の結果を受けて、帝国データバンクは、「景気
は後退局面に入っている。先行き見通しについ
ても明るいコメントは少なく、足下の県内景況
は緩やかな悪化が予想される」と判断している。

物　価 　　　　　　　　　　　 
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及びエネルギーを除いた物価指数）がともに下
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家庭用・教養娯楽用耐久財、交通、教養娯楽サー
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エネルギー価格は上昇傾向にある。暖冬傾向を
受けて、野菜価格は下落し、生鮮食品を除く食
料品についても、価格は下落傾向にある。

雇　用

有効求人倍率（12 月）は、前月比 0.03
ポイント上昇し、1.40 倍。倍率の上昇は 8 か
月ぶり。高水準ながら減少傾向にあった有効求
人数が 2 か月連続で増加し、増加傾向にあっ
た有効求職者数が減少に転じた結果、求人倍率
が上昇した。

新規求人数が 2 か月連続で増加したが、「公
務・その他」など一部の業種における求人数の
増加の寄与が大きく、製造業、情報通信業、宿
泊業・飲食業などでは求人数は減少した。

34

毛見隧道・鵬雲洞 ～和歌山の近代化遺産～ （和歌山市 -海南市）
　和歌山市と海南市を隔てるように横たわる船尾山。そこを貫く既に
一線をを退いた二本の旧隧道について紹介しよう。
　毛見隧道は大正14年（1925）竣工の国道42号線の隧道で、紀州青
石を用いて作られていて、大正ロマンを感じさせる格調高い意匠である。
現在は役目を新毛見トンネルに譲り、北行きのみ通行できる。鵬雲洞

は明治44年（1911）竣工の路面
電車用の隧道で、和歌山海南間
を結んでいた。廃止されたあとは
紀三井寺緑道として市民のウォー
キングなど散歩道として整備され
ている。両隧道とも土木学会の選
奨土木遺産に指定されている。時
代の変化を感じながら歩くのもい
い。　　　　　　　（取材　萬羽）

奠供山 ～明治の文豪逍遙の地～ （和歌山市和歌浦）
　“奠供山”は和歌浦にある玉津島神社の裏にある山である。玉津島神社については他書に譲る。この奠供山の麓に
かつて望海楼という旅館があり、旅館の裏手に観光客誘致を目的に当時東洋一という日本初の展望屋外エレベーター
（明治43年竣工）が建設された。このエレベーターによって容易に奠供山の頂上に降り立ち風光明媚な和歌浦湾を一
望することができる当時としては画期的な設備であった。
　さて、明治の文豪夏目漱石が和歌山市での講演の前日（明治44 年 8月14日）ここに宿泊した。この和歌浦エレベー
ターについて『行人』という小説に描かれている。小説の中で「手摺りの所へ来て隣に見える東洋第一エレベーターと
云う看板を眺めていた。此昇降器は普通のように家の下層から上層に通じているのとは違って地面から岩山の頂きまで
引き上げる仕掛けであった。」と記述されている。更に「所にも似ず無風流な装置には違いないが、浅草にもまだない
新しさが昨日から自分の注意を惹いていた。」と書かれており、漱石自身このエレベーターに好奇心をかき立てられてい

る様子を窺い知ることが出来る。
このエレベーターは 6 年後の大正
5年（1916）第一次世界大戦のた
め解体された。奠供山頂上には当
時を偲ぶアンカーボルトが残って
いる。　　　　　　（取材　萬羽）

毛見隧道

アンカーボルト奠供山頂上

当時の絵はがき

鵬雲洞
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研究所だより

◆「都市住民ボランティア援農体制モデル事業 ( わかやま縁農 )」の実施◆
　古座川町平井でのゆずの収穫に、紀陽銀行の新入行員 5 名が研修の一環として参加されました。
　急斜面で足元とゆずのトゲに気を付けながら一つひとつ収穫するのは、体力のある若い人にとってもな
かなか大変な作業でした。
　ゆずの収穫を体験した後は、搾汁工場と加工場を見学しました。顧客の要望に応えて商品開発をしてき
た結果、いまでは 30 種類ものゆず製品を販売するようになったそうです。
　当事業では、このような活動を通じて、中山間地域の関係人口を増やす取組を行っています。

◆米粉の可能性  ～米の利用拡大～◆
　欧米などでは、麦類に含まれるグルテンを摂取できない消費者の増加やダイエットなどのニーズの広が
りにより、グルテンフリー食品市場規模は年々拡大してきています。
　国内でも、小麦粉に代わる食材として米が見直され、製粉や加工技術の進歩によりパンや麺などの品目
も増加しています。
　また、東京オリンピック・パラリンピックの開催に
より海外から多くの旅行客が訪れることもあり、日本
国内におけるグルテンフリー食品の需要はますます増
加すると考えられています。
　和歌山県田辺市本宮町「手づくりのパン マーブル」
では、同町の水田で育てたお米を米粉に加工し、自家
製シフォンケーキなどを販売しています。
　今後、米の利用が進むことにより、米粉が消費者に
とってより身近なものとなり、米の消費拡大につなが
ることを期待します。 （提供：手づくりのパン マーブル https://marburupan-jp.blogspot.com/）

安全装備をしての収穫作業

1 日の収穫

工場見学
（HACCP の説明）

ハサップ

賛助会員　募集
中！

賛助会員　募集
中！メールマガジンの

ご案内
メールマガジンの

ご案内

　当研究所発行の「WISEメールマガジン」では、ＨＰの
更新状況や、講演会・セミナー等のご案内などをお知ら
せしております。
登録ご希望の際は、下記アドレスの「WISEメールマガジ
ン」から、必要事項をご記入の上、お申し込み下さい。

URL：http : //www.wsk . or. jp

◎ 会費 ：１口　２万円（年）
◎ 特典 ：刊行資料の配布、調査・研究成果の提供、
　　　　 講演会・セミナー等への参加、情報提供等
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【編集後記】
近代土木遺産「余部鉄橋」の今昔――空の駅・クリスタルタワー

　寒い季節、冬の味覚カニをもとめ、山陰の皆生温泉や吉永小百合主演「夢千代日記」のロケ地として知られ
る湯村温泉等を訪ねるなら、是非、「余部（あまるべ）鉄橋」に立ち寄ってほしい。
　余部鉄橋（正式名称は、余部橋梁）は、兵庫県香美町香住区余部、JR山陰本線の鎧駅―餘部駅間、海に山が
迫る急峻な海岸沿いにある高架橋で、新旧２代ある。初代は、1912（明治 45）年、2年余の工事を経て完成、
開通した。全長 310m、橋脚は 11基・高さ 41.5m。鋼材は米国から輸入され、当時の最高の技術で建設され
た。赤い塗装も美しい日本一の規模のトレッスル式鉄橋であった（後に、土木学会により、「近代土木遺産」A
ランク指定）。
　建設には、33万円余の巨費（現在、同じものをつくれば、概算 42億円）と 25万人以上の人員が投入され、
余部村は架橋ブームに沸いた。この開通により、山陰地方の産業流通が活発となり、東京や大阪等から、出雲
大社詣でや多くの温泉への湯治客が訪れることになったが、同時に、就職等で地元から都会に人口が流出する
ことにもなった。

　「余部鉄橋」と聞いて、ある年代以上の方は、「あぁ、あの真冬の悲惨な列車転落事故…」と、当時、TVや
新聞で連日、報道された現場の映像等を思い出す方もいるだろう。1986（昭和 61）年 12月 28日の昼過ぎ、
福知山発浜坂行きの 8両編成の下り回送列車が、鉄橋を走行中、日本海からの最大瞬間風速 35m／ s超（推定）
の突風に煽られ、重量のある先頭の機関車は転落を免れたが、7両の客車が転落した。乗客（「山陰買い物ツァー」
の団体客 176 名）は直前の香住駅で下車し、いなかったが、転落車両は、鉄橋の真下にあった特産のカニの
水産加工場等を直撃した。工場は全壊し、従業員の地元の主婦 5名と車掌 1名の計 6名が死亡、他に従業員 3
名と客車の車内販売員 3名の計 6名が重傷を負った（機関士は無事であったが、事故後、その上司が自殺する
という悲劇もおきた）。

　転落の直接の原因は、余部事故技術調査委員会により、転覆限界風速（32m／ s）を超える横風によるもの
と結論づけられたが、加えて、橋に取り付けられていた 2台の風速計が故障していたこと、風速 25m／ s以
上を示す警報装置が作動したにも拘わらず、列車を停止させなかった判断ミスとされている（後に、福知山指
令室の指令長ら 3名に、裁判で有罪判決が確定した）。
　この惨事を契機に、1988 年に風速による運行規制を風速 25ｍ／ sから風速 20m／ s に強化、これを超
えると、「香住―浜坂間の列車運行を停止し、バスによる代行」とした。その結果、「運行停止や遅延」が頻発、「運
行の安全性と定時性の確保」のため、強風に対処できる防風壁を備えたコンクリート製の新しい橋梁への架け
替えが検討されることになった。

　旧余部鉄橋は、厳しい地形や自然環境の中で、明治末から大正、昭和、平成に至る 98年間という長期の運
用実績を残した。優れた設計と建設施工、適切なメンテナンスによるものである。ちなみに、鉄道の鉄橋の法
定耐用年数は 40年程度とされているが、日本の鉄道橋梁の平均経年は 56年で、中でも、JR左沢（あてらざわ）
線の最上川橋梁（英国人ボーナルの設計）は 1886（明治 19）年建設、実に経年 133年である。

　2代目の現橋梁は、2007（平成 19）年に着工した。2010（平成 22）年 7月に旧鉄橋の供用・運行を終了し、
旧橋の解体撤去、新旧の切替え工事に着手、約 1ヵ月の区間運休中はバスが代行した。8月に新旧の切替え工
事が完成し、新橋梁の供用を開始した（同年、新余部橋梁は、土木学会田中賞作品賞等を受賞した）。
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【編集後記】

熱い思い伝わる「ビジネスプラン・コンテスト」

　先般、和歌山市のビッグ愛 1 階大ホールにて、「第 5 回 元気わかやま――ビジネスプラン・コンテスト」
の公開プレゼンテーションと審査・表彰式が開催された。
　このコンテストは、「創業支援セミナー in わかやま」実行委員会（和歌山商工会議所・県商工会連合会・日
本政策金融公庫・紀陽銀行・きのくに信金・県保証協会・産業振興財団の 7 団体）の主催によるもので、県
内で起業を志す、あるいは創業直後の人を対象に、そのスキル向上と起業マインドのレベルアップを目的に事
業計画を競う。計画策定過程では、複数回の講座やブラッシュアップが行われ、また、コンテスト終了後は、
各支援機関連携のもと、専門的・体系的な支援を継続的に行い、地域や経済が活性し、雇用の創出にもつなが
るプランの事業化をサポートし、県内での新たな企業の立ち上げを促す。

　平成 27 年度から実施され、昨年度の最優秀賞は、「インバウンド旅行客向けの着地型観光『奥の院ナイト
ツァー』の企画」、優秀賞に、「誤嚥予防トレーニングボトル『タン錬くん』の開発・製造販売」が選ばれた。
　「奥の院ナイトツァー」は、高野山の僧侶の案内で観光できることが特徴である。「タン錬くん」は、誤嚥を
防ぐ喉頭蓋と舌圧の調整をはかるシリコンの吸口をつけた瓶容器で、高齢化時代ならではのニーズといえる。
和歌山市の「令和元年度チャレンジ新商品　グランプリ」にも認定され、話題となった。

　今年の開会挨拶で、実行委員長の飯田 日本政策金融公庫和歌山支店長は、「外部環境のめざましい変化の中
で、和歌山の活性化に寄与する新たな担い手への期待」、「新しい情報技術の浸透がイノベーションにもつなが
る」と述べた。

プレゼンテーションでは、50 件の応募の中、一次選考で選ばれた 8 件（高校生から 50 歳代）の応募者
による持ち時間各 10 分の発表が行われ、最優秀賞、優秀賞、優良賞等が決定し、賞状と副賞が授与された。
審査は、「1. 新規性・創造性　2. 市場性・実現可能性　3. 成長性　4. 収益性　5. 地域貢献度・地域への思い　
6. プレゼン評価」を総合的に検討するもので、私も審査員の一人として参加させていただき、間近で 8 件 10
名（1 件のみ高校生 3 人組）の熱い語りを聞くことができた。

最優秀賞には、海南市の農園出身の男性による「『完熟イチジクジュース』をベースとした 6 次産業化によ
る農業収益アップ事業」が選ばれた。飲料等へのイチジクの加工は全国的にも少ないが、イチジク生産量全国
第 2 位の和歌山でも、みかんや桃に比べて、イチジクはやや地味な存在であろう。そのイチジクの「濃厚な食感・
健康志向・美容効果・高品質」を掲げ、通販や都会の高級スーパー等にも販路を広げるという計画で、将来的
には、自園や近隣農家だけでなく、耕作放棄地も活用して、生産量拡大と雇用、農地保全を目指す。

優秀賞は、感覚過敏等の特徴がある発達障がいの子供をもつ女性たちによる「発達障がいの子供が自分で服
を脱ぎ着できるよう、生地や縫製、デザインを工夫した服」をつくり、販売するもので、自身の経験から生み
出されたものである。

また、優良賞には、紀南の寺の住職による「寺院の檀家ネットワークを活用した『空き家で民泊』地域活性
化」が選ばれた。全国の寺院数は、約 7.7 万と、コンビニの 5.5 万より多いという。地元だけでなく田舎に
山林や家を持つ都市在住者も「檀家」というユニークな絆のネットワークでつなぎ、過疎に疲弊する地方に増
える空き家を民泊として活用するというもので、今後、観光や修学旅行生の他に、串本のロケット発射場や高
速道路建設等での需要が見込まれるとしている。
　上位三賞以外では、大学院生による「繊維生地出荷時の織りむらや汚れ等の検品チェックを行う『編物・織
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◆「都市住民ボランティア援農体制モデル事業 ( わかやま縁農 )」の実施◆
　古座川町平井でのゆずの収穫に、紀陽銀行の新入行員 5 名が研修の一環として参加されました。
　急斜面で足元とゆずのトゲに気を付けながら一つひとつ収穫するのは、体力のある若い人にとってもな
かなか大変な作業でした。
　ゆずの収穫を体験した後は、搾汁工場と加工場を見学しました。顧客の要望に応えて商品開発をしてき
た結果、いまでは 30 種類ものゆず製品を販売するようになったそうです。
　当事業では、このような活動を通じて、中山間地域の関係人口を増やす取組を行っています。

◆米粉の可能性  ～米の利用拡大～◆
　欧米などでは、麦類に含まれるグルテンを摂取できない消費者の増加やダイエットなどのニーズの広が
りにより、グルテンフリー食品市場規模は年々拡大してきています。
　国内でも、小麦粉に代わる食材として米が見直され、製粉や加工技術の進歩によりパンや麺などの品目
も増加しています。
　また、東京オリンピック・パラリンピックの開催に
より海外から多くの旅行客が訪れることもあり、日本
国内におけるグルテンフリー食品の需要はますます増
加すると考えられています。
　和歌山県田辺市本宮町「手づくりのパン マーブル」
では、同町の水田で育てたお米を米粉に加工し、自家
製シフォンケーキなどを販売しています。
　今後、米の利用が進むことにより、米粉が消費者に
とってより身近なものとなり、米の消費拡大につなが
ることを期待します。 （提供：手づくりのパン マーブル https://marburupan-jp.blogspot.com/）

安全装備をしての収穫作業

1 日の収穫

工場見学
（HACCP の説明）

ハサップ

賛助会員　募集
中！

賛助会員　募集
中！メールマガジンの

ご案内
メールマガジンの

ご案内

　当研究所発行の「WISEメールマガジン」では、ＨＰの
更新状況や、講演会・セミナー等のご案内などをお知ら
せしております。
登録ご希望の際は、下記アドレスの「WISEメールマガジ
ン」から、必要事項をご記入の上、お申し込み下さい。

URL：http : //www.wsk . or. jp

◎ 会費 ：１口　２万円（年）
◎ 特典 ：刊行資料の配布、調査・研究成果の提供、
　　　　 講演会・セミナー等への参加、情報提供等
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【編集後記】
近代土木遺産「余部鉄橋」の今昔――空の駅・クリスタルタワー

　寒い季節、冬の味覚カニをもとめ、山陰の皆生温泉や吉永小百合主演「夢千代日記」のロケ地として知られ
る湯村温泉等を訪ねるなら、是非、「余部（あまるべ）鉄橋」に立ち寄ってほしい。
　余部鉄橋（正式名称は、余部橋梁）は、兵庫県香美町香住区余部、JR山陰本線の鎧駅―餘部駅間、海に山が
迫る急峻な海岸沿いにある高架橋で、新旧２代ある。初代は、1912（明治 45）年、2年余の工事を経て完成、
開通した。全長 310m、橋脚は 11基・高さ 41.5m。鋼材は米国から輸入され、当時の最高の技術で建設され
た。赤い塗装も美しい日本一の規模のトレッスル式鉄橋であった（後に、土木学会により、「近代土木遺産」A
ランク指定）。
　建設には、33万円余の巨費（現在、同じものをつくれば、概算 42億円）と 25万人以上の人員が投入され、
余部村は架橋ブームに沸いた。この開通により、山陰地方の産業流通が活発となり、東京や大阪等から、出雲
大社詣でや多くの温泉への湯治客が訪れることになったが、同時に、就職等で地元から都会に人口が流出する
ことにもなった。

　「余部鉄橋」と聞いて、ある年代以上の方は、「あぁ、あの真冬の悲惨な列車転落事故…」と、当時、TVや
新聞で連日、報道された現場の映像等を思い出す方もいるだろう。1986（昭和 61）年 12月 28日の昼過ぎ、
福知山発浜坂行きの 8両編成の下り回送列車が、鉄橋を走行中、日本海からの最大瞬間風速 35m／ s超（推定）
の突風に煽られ、重量のある先頭の機関車は転落を免れたが、7両の客車が転落した。乗客（「山陰買い物ツァー」
の団体客 176 名）は直前の香住駅で下車し、いなかったが、転落車両は、鉄橋の真下にあった特産のカニの
水産加工場等を直撃した。工場は全壊し、従業員の地元の主婦 5名と車掌 1名の計 6名が死亡、他に従業員 3
名と客車の車内販売員 3名の計 6名が重傷を負った（機関士は無事であったが、事故後、その上司が自殺する
という悲劇もおきた）。

　転落の直接の原因は、余部事故技術調査委員会により、転覆限界風速（32m／ s）を超える横風によるもの
と結論づけられたが、加えて、橋に取り付けられていた 2台の風速計が故障していたこと、風速 25m／ s以
上を示す警報装置が作動したにも拘わらず、列車を停止させなかった判断ミスとされている（後に、福知山指
令室の指令長ら 3名に、裁判で有罪判決が確定した）。
　この惨事を契機に、1988 年に風速による運行規制を風速 25ｍ／ sから風速 20m／ s に強化、これを超
えると、「香住―浜坂間の列車運行を停止し、バスによる代行」とした。その結果、「運行停止や遅延」が頻発、「運
行の安全性と定時性の確保」のため、強風に対処できる防風壁を備えたコンクリート製の新しい橋梁への架け
替えが検討されることになった。

　旧余部鉄橋は、厳しい地形や自然環境の中で、明治末から大正、昭和、平成に至る 98年間という長期の運
用実績を残した。優れた設計と建設施工、適切なメンテナンスによるものである。ちなみに、鉄道の鉄橋の法
定耐用年数は 40年程度とされているが、日本の鉄道橋梁の平均経年は 56年で、中でも、JR左沢（あてらざわ）
線の最上川橋梁（英国人ボーナルの設計）は 1886（明治 19）年建設、実に経年 133年である。

　2代目の現橋梁は、2007（平成 19）年に着工した。2010（平成 22）年 7月に旧鉄橋の供用・運行を終了し、
旧橋の解体撤去、新旧の切替え工事に着手、約 1ヵ月の区間運休中はバスが代行した。8月に新旧の切替え工
事が完成し、新橋梁の供用を開始した（同年、新余部橋梁は、土木学会田中賞作品賞等を受賞した）。
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物検査チェッカーアプリ開発・商品品質証明事業』」や、高校生による「僻地に住む患者が遠隔外来で治療を
受けられるスマホアプリ案」等も提案された。
　講評で、審査委員長の福田 産業振興財団専務理事は、「現代の日本が抱える社会的な課題に加え、地域のマ
イナス課題をプラスに転換することが、新たなビジネスチャンスとなり、まさに地域貢献といえる」と述べた。
そして、今回、初めて高校生が参加したことについて、「さらに上を目指し、ビジネスにつなげてほしい」と
奨励した。

　8 件の提案はどれも地域愛に満ちた、期待の持てるものであった。
われわれ皆が健全な日常生活を送る上で求められるもの、あれば便利なものをカタチにすること、あるいは、

その地域ならではの産物や行事・暮らし・環境等に注目し、その特徴や価値を認め、増幅させる。それらが、
広く地域やそれを必要とする人々に受け入れられ、創造的で革新的なビジネスとして育っていくことを応援し
たい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （谷　奈々）

2020年 4月 15日
一般財団法人 和歌山社会経済研究所
〒640-8033  和歌山市本町２丁目１番地 
　　　　　　フォルテワジマ６階
　　　　　　 TEL 073-432-1444（代）
　　　　　　 FAX 073-424-5350
　　　　　　 URL : http://www.wsk.or.jp/
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